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【開催日】 令和８年３月１３日（金） 

【開催場所】 第２委員会室 

【開会、散会時間】 午前９時～午後３時７分 

【出席委員】 

委員長 恒 松 恵 子 副委員長 中 島 好 人 

委員 穐 本 真 一 委員 武 野 裕 司 

委員 中 村 博 行 委員 福 田 勝 政 

委員 矢 田 松 夫   
 

【欠席委員】なし 

【委員外出席議員等】 

副議長 大 井 淳一朗   
 

【執行部出席者】 

副市長 古 川 博 三 経済部長 高 橋 雅 彦 

公営競技事務所長 木 村 清次郎 公営競技事務所副所長 大 下 賢 二 

公営競技事務所主査 益 冨 孝 重 公営競技事務所主任 久 保 英 彦 

建設部長 井 上 岳 宏 建設部次長兼下水道課長 中 村 景 二 

都市計画課長 熊 川   整 都市計画課課長補佐兼計画係長 立 野 健一郎 

都市計画課都市整備係長 三 塩 泰 史 水道事業管理者 川 地   諭 

水道局副局長兼総務課長 岡   秀 昭 水道局次長兼工事管理課長  平 野 宏 明 

水道局総務課主幹兼企画係長 矢 田   創 水道局総務課主幹 山 田 智 則 

水道局総務課財政係長 合 田 憲 司 水道局業務課長 久 坂 亮 治 

水道局業務課長補佐 渡 邊 亮 治 水道局工事管理課課長補佐工事第一係長 菊 川 英 治 

水道局施設維持課長 羽 根 敏 昭 水道局施設維持課長補佐 武 野 一 茂 

水道局浄水課長兼高天原浄水場長 篠 原 智 士 水道局浄水課主査 森   信 博 

下水道課技監 小 路 弘 史 下水道課主査兼維持係長 藤 本 英 樹 

環境課主査兼下水道課主査  原 野 浩 一 下水道課管理係長 原 田 尚 枝 

下水道課計画係長 佐久間 庸 次 下水道課計画係主任 藤 岡 浩 史 

下水道課維持係主任 勝 根   郷 下水道課小野田水処理センター主任兼山陽水処理センター主任 三 春 貴 徳 
 



 2 

【事務局出席者】 

局長 石 田   隆 局次長 中 村 潤之介 

議事係書記 末 岡 直 樹   
 

【審査内容】 

１ 議案第２０号 令和８年度山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計予算

について 

２ 議案第１６号 令和８年度山陽小野田市駐車場事業特別会計予算について 

３ 議案第２４号 令和８年度山陽小野田市下水道事業会計予算について 

４ 議案第２２号 令和８年度山陽小野田市水道事業会計予算について 

５ 議案第２３号 令和８年度山陽小野田市工業用水道事業会計予算について 

６ 議案第３５号 山陽小野田市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について 

 

午前９時 開会 

 

恒松恵子委員長 皆様、おはようございます。それでは、産業建設常任委員会

を開会いたします。本日は、お手元の次第によって進めてまいります。

初めに、審査内容１、議案第２０号令和８年度山陽小野田市小型自動車

競走事業特別会計予算について、執行部の説明を求めます。 

 

木村公営競技事務所長 それでは、議案第２０号令和８年度山陽小野田市小型

自動車競走事業特別会計予算について御説明いたします。本日は、お手

元の資料と併せて御説明させていただきます。それでは、最初に予算書

の２ページをお願いします。第１条で、歳入歳出予算総額をそれぞれ２

９９億６，４０５万９，０００円としています。前年度と比較しまして

約１４．８％、金額にして３８億５，６６０万１，０００円の増額とな

っています。続きまして、第２条の債務負担行為として、５ページの第

２表に新たに競走場施設整備事業技術協力業務を設定しています。続き

まして、第３条では、一時借入金の最高額を前年度と同額の３０億円と
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しています。それでは、最初に現在の令和７年度の売上状況と令和８年

度の売上げの前提条件となります本場の開催日程等から御説明いたしま

す。お手元の資料１―１をお願いします。こちらの資料は、この２月ま

での全レース及び重勝式の売上状況になります。黄色のマーカーが山陽

場になります。数値が三段書きになっていますが、上段が売上等の数値

そのもので、中段が構成比、そして下段が前年比となります。左から見

ていきますと、２月まで本場開催は、ミッドナイトレースも含めて１３

１日開催しています。内訳は、ナイターレースも含めた昼間の通常開催

が６９日。そして、ミッドナイトレースが６２日となっています。全体

の売上げにつきましては、２３８億６，７２８万１，４００円、前年比

１１１．５％となっています。続きまして、資料１－２をお願いします。

こちらの資料は、同じくこの２月までの売上状況ですが、別枠と呼ばれ

るミッドナイトレースのみを抜き出した売上状況になります。対前年度

比は、１０２．５％となっています。山陽場と言えば、６車立てレース

で予想しやすいというのが定着し、令和６年度から取組を始めました。

これまでの最終レースの発走時間を１０分から１時間延長するレースが

ファンに少しずつ受け入れられてきたことと、他競技が全て終了した時

間帯での締切り、発走が数レースあることで、発売が重複しないことが

影響しているものと考えております。続きまして、資料２－１をお願い

します。こちらの資料は、令和８年度の本場開催のレース日程等になり

ます。まず、上段１の通常開催のレース日程ですが、開催日数は、１の

表の下に記載していますように、全体では、令和７年度と同じ６９日と

しています。内訳は、特別ＧⅠが５日、ＧⅠが１０日、ＧⅡが１０日、

そして、普通開催が４４日となっており、このうちナイター開催は、８

日間となっております。次に、２のミッドナイトレースの日程ですが、

令和７年度と比べ１日少ない８４日を予定しています。このうち、他場

のナイター開催後に行われるオーバーミッドナイトレースが３１日とな

っています。次に２の一番下に黄色でマーカーしているところが、ナイ

ターレースも含めた通常開催レースとミッドナイトレースを合わせた総

開催日数となりますが、令和８年度は１５３日となります。次に、資料
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２－２の３、重勝式「当たるんです」の発売ですが、現行の４重勝、３

重勝、２重勝の単勝式車券を継続して発売する予定で、売上向上に向け

て、１口当たりの単価を変更する期間を設けるなど、よりファンの皆様

が買い求めやすい商品となるよう努力してまいります。次に、４の総営

業日数は、場外発売を含め３３５日としています。また、レースの形態

ごとの売上金額、返還金、発売収入は、右のそれぞれ各表に記載してい

るとおりです。表の右端の一番下の黄色でマーカーした金額、２９５億

２，５５０万５，０００円が発売収入の総額になります。資料２－１、

２－２の説明は以上です。続きまして、資料３－１、３－２をお願いし

ます。包括的民間委託に係る市への収益保証と委託料につきまして御説

明いたします。まず、上段の資料３－１から御説明します。契約の相手

方は、引き続き株式会社ＪＰＦで、契約期間は令和４年度から令和８年

度までの５年間となります。契約の対象は、ナイターを含む通常開催と

ミッドナイトレースで、重勝式車券「当たるんです」は、包括委託料算

出には含まれておりません。次に、緑色点線枠内、１の市への収益保証

の考え方ですが、総勝車投票券売上金額の１．５％と総勝車投票券売上

金額が１５９億円を超えた額の７．５％分を合算したものとなります。

この１５９億円という控除額は、令和７年度に１３０億円から変更して

おります。また、最低保証ですが、当初より年間５．４億円で合意して

おり、これについては変更ございません。次に、２の同じく緑色点線枠

内、株式会社ＪＰＦへの委託料算出は、歳入から歳出と市への収益保証

を差し引いた額となります。これに、施設等修繕料相当分を加算するこ

ととしています。続きまして、中段から下段の資料３－２を御覧くださ

い。ただいま、上段で説明しました内容を令和８年度の当初予算として、

数式に当てはめたものになります。まず、１の市への収益保証は、朱書

きしていますア＋イの１２億９１８万６，０００円になります。一方、

２の株式会社ＪＰＦへの委託料は、計算式に当てはめた９億１９４万円

に施設等修繕料相当分の１億１，１８０万７，０００円を加算した一番

下の行、朱書きの１０億１，３７４万７，０００円となります。資料３

－１、３－２の説明は以上となります。続きまして、資料４の説明の前
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に、予算書に沿いまして御説明いたします。まずは、歳入からになりま

す。１０、１１ページを御覧ください。１款１項１目入場料収入１５５

万円は、特別席の入場料収入となります。次に、２目勝車投票券発売収

入２９５億２，５５０万５，０００円は、後ほど歳出で出てきます勝車

投票券返還金３億６００万円を含んだ額となります。予算額は、前年度

より３７億９，４０５万円の増額となっています。次に、３目勝車投票

券発売副収入につきましては、主なものとして、３節勝車投票券払戻時

効収入３５０万円を計上しています。続きまして、１款２項１目諸収入

ですが、雑入として３億３，３４８万円を計上しています。主なものと

して、上から３段目、場外発売事務協力収入は、３億１，５４４万円を

計上しています。これは、他場で開催されるレースの場外発売業務を受

託するものです。続きまして、選手会部品庫会計貸付金返戻金１，５０

０万円は、年度当初に選手会部品庫会計に貸付金として支出したものの

同額が、年度末に払い戻されるものです。続きまして、１款３項１目財

産運用収入は、３，５１７万５，０００円を計上しています。主なもの

は、３段目の施設貸付収入３，３７２万８，０００円ですが、浜松市主

催のミッドナイトレースを山陽オートレース場で開催する際の施設貸付

料で８日分です。続きまして、１款３項２目１節の利子及び配当金の上

段、山陽小型自動車競走場施設改善基金預金利子を６６２万円計上して

おりますが、主に施設改善基金の１５億円分を定期預金にしている預金

利子を見込んでいるものです。続きまして、１２、１３ページを御覧く

ださい。２款１項１目小型自動車競走場施設改善基金繰入金５，７８９

万３，０００円は、競走場施設整備事業技術協力業務委託料に充当する

ものです。こちらは、後ほど歳出で御説明させていただきます。続きま

して、歳出の説明に移ります。１４、１５ページを御覧ください。１款

１項１目一般管理費は、一般管理業務に要する経費で、９億７，６５２

万６，０００円を計上しています。主なものは、２４節積立金で、上段

の山陽小型自動車競走場施設改善基金積立金は、利子分も含めて、９億

１，６４６万８，０００円を計上しています。これにより、令和８年度

末の予算上の残高見込は、３９億６，３５６万７，０００円となります。
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下段の小型自動車競走事業財政調整基金積立金は、利子分も含めて、２

１５万２，０００円を計上しています。これにより、令和８年度末の予

算上の残高見込は、１億９，１２６万５，０００円となります。続きま

して、一番下の段１款２項事業費からが、直接、競走事業に関わる予算

となります。このページの１目から１８、１９ページの４目までは、ナ

イターも含めた通常開催とミッドナイトレース及び重勝式「当たるんで

す」を合算したものとなります。まず、１目事業費は６７億９，２７４

万８，０００円を計上しています。主なものですが、次の１６、１７ペ

ージを御覧ください。１１節役務費の上から４段目、競走車運搬費は、

３，９７６万７，０００円を計上しています。その下の銀行業務手数料

２２２万７，０００円は、本場開催時の現金取扱手数料になります。次

に、１２節委託料は、５４億７，２８０万５，０００円を計上していま

す。主なものとして、上から２段目の発売業務委託料３億９６６万８，

０００円は、重勝式「当たるんです」の発売を当たるんです株式会社に

委託するものです。次の競走会業務委託料６億１４８万５，０００円は、

競走実施法人であります、一般財団法人西日本小型自動車競走会へ審判

業務等を委託するためのものであります。次の包括的民間委託料は、株

式会社ＪＰＦとの契約により、１０億１，３７４万７，０００円を計上

するものです。次の電話投票業務委託料１億８１万７，０００円は、一

般財団法人オートレース振興協会に公式オフィシャルサイトでの投票業

務を委託するものです。次のインターネット投票業務委託料２９億７，

８８５万７，０００円は、民間ポータル４者にインターネットでの投票

業務を委託するものですが、年々利用が増加しています。次の場外発売

運営委託料１億３０万７，０００円は、オートレース宇部と岡山県のオ

ートレース笠岡、そして広島県のオートレース山陽に専用場外として場

外発売を委託する経費になります。最後の場間場外発売委託料３億６，

５２３万３，０００円は、各場に場間場外発売を委託する経費になりま

す。次に、１３節使用料及び賃借料は、１億８，６４６万４，０００円

を計上しています。上段の機械器具借上料６，４６４万６，０００円は

３種類の機器類のリース料となります。集計センターの投票システムネ
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ットワーク機器と出走表を作成するシステムの借上料、令和５年度に更

新した発走合図機、フライング判定装置の借上料と、令和７年度に更新

した周回通告表示装置等を合算したものです。中段のシステム利用料４，

５１０万１，０００円は、全場のシステムを共有化するＴＺＳと呼ばれ

るシステムの利用料となります。下段のリース料７，６７１万７，００

０円は、毎年、予算措置しています８車８枠用機器のリース料で、令和

８年度でやっと完済する予定です。次に、１８節負担金、補助及び交付

金は、１０億７，６９７万５，０００円を計上しています。主なものと

して、上から、ＪＫＡ交付金６億２，０２８万５，０００円は、本場開

催と重勝式による交付額を含めた額で規定に基づき売上額に応じて支払

うものであります。次の開催場負担金２，０２７万３，０００円は、重

勝式「当たるんです」の発売対象となった開催場へ支払う負担金であり

ます。次の特別拠出金２億５，１２１万２，０００円は、こちらも重勝

式「当たるんです」発売に係る全国小型自動車競走施行者協議会への拠

出金になります。次に上から６段目となりますが、電話投票センター運

用経費負担金１億５２１万６，０００円は、公式オフィシャルサイトの

運用経費を一般財団法人オートレース振興協会に負担するものです。次

に三つ下の全国小型自動車競走施行者協議会負担金は、７４８万９，０

００円を計上しています。続きまして、１８、１９ページをお願いしま

す。２目賞典費は、選手賞金として、１１億７，２０３万８，０００円

を計上しています。続きまして、３目勝車投票券払戻金２０４億５，３

６５万４，０００円は、売上げの７０％を的中者へ払戻しするものです。

続きまして、４目勝車投票券返還金３億６００万円は、不成立や欠車が

発生した場合などによる返還金です。続きまして、５目公営競技対策費

は、選手会部品庫会計貸付金として、１，５００万円を計上しています。

先ほど、歳入で御説明したとおり、年度当初に貸し付け、年度末に払い

戻されるものです。続きまして、６目施設改善費、１２節委託料は、競

走場施設整備事業技術協力業務委託料として５，７８９万３，０００円

を計上しています。これは、今後、競走場の施設整備を進めていく上で

必要となってくる設計に伴う業務の要求水準書の作成とその入札または
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プロポーザルに対応する資料作成を委託するものであります。後ほど、

委員会提出資料で説明いたします。続きまして、一番下になりますが、

３款１項１目一般会計繰出金は、１億円を計上しております。ここ数年

は、累積赤字が残っているものの単年度収支も黒字になっており、リー

ス料の返済や施設改善基金等への積立ても順調にできている状況であり

ます。まだまだ微力ではありますが、一般会計に少しだけでも貢献でき

る状態にあると判断したものであります。続きまして、２０、２１ペー

ジを御覧ください。４款１項１目予備費は、９，０００万円を計上して

います。歳出予算書の説明は以上となります。ここで、予算関係のまと

めとしまして、資料４を御覧ください。こちらの資料は、小型自動車競

走事業特別会計をその性質により大きく三つにグループ分けをし、それ

ぞれの収支がどうであるかを仕分けた表になります。資料の左側に付し

ています番号に沿いまして御説明いたします。まず、１は、開催に係る

収支で、通常開催及びミッドナイト開催が対象で、この項目が包括的民

間委託に関わる収支となります。水色のセル（Ａ）欄の歳入―歳出です

が、収益を市と包括的民間委託業者で分配しますので、残額はゼロにな

ります。続きまして、２は、開催以外に係る収支になります。浜松市の

借上開催に伴う施設貸付収入はここに計上されます。黄色でマーカーし

ています収益保証１２億９１８万６，０００円を原資として、⑦の項目

にあります、リース料や一般会計繰出金、二つの基金積立金、固有経費

等に充当することにしています。結果として、水色のセル（Ｂ）欄の歳

入―歳出が、３，７２３万円の黒字になっています。この黒字額が累積

赤字の解消に充当されます。続きまして、３は、重勝式に係る収支にな

ります。水色のセル（Ｃ）欄の歳入―歳出ですが、５，２７７万円の黒

字となっています。この黒字額も累積赤字の解消に充当されます。これ

ら三つのグループの収支をまとめたものが、その下の水色でマーカーし

た合計（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）の９，０００万円になり、これが予算書

の歳出の予備費になります。続きまして、下から５行の橙色の項目です

が、上から、リース料の支払額７，６７１万７，０００円に、先ほど説

明しました予備費９，０００万円が、単年度収支額となり、これらを合
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算したものが、二つの債務解消額（Ｅ）の１億６，６７１万７，０００

円となります。さらに、基金への積立てと取崩しを整理すると、基金の

増減合計額（Ｆ）は、８億６，０７２万７，０００円となります。これ

ら（Ｅ）と（Ｆ）を合算したものが実質的な収支改善額となり、１０億

２，７４４万４，０００円となります。以上で、予算と資料４までの説

明を終わります。引き続き、山陽オートレース場施設調査及び基本構想

等について、御説明いたします。それでは、お手元に配布しております

資料５－１から御覧ください。以前より問題となっております、老朽化

しているレース場の改修をどのように進めていくのかというお話です。

令和６年度に管理地区も含めたレース場全体を見直す必要があると考え、

業者委託により、施設調査と基本構想を策定後、報告書の提出を受けた

ところであります。事業のコンセプトに基づき、基本的には、入場者数

に見合ったコンパクトで利便性の高い施設となること、そして維持管理

費を極力抑えられるよう点在する施設を集約し、建物の数を減らすこと、

また、この間は、できる限りレースを行いながら事業を進めていくこと

が大前提であります。まず、資料５－１は、その整備基本構想にて提案

された改修案のうちの一つで、最も理想とされるイメージの鳥瞰図です。

左下の階段部分が、現在の出入口にあたる中央階段です。ゴール線の前

にある建物がメインスタンドで、その左奥スタート側に電気室等の設備

棟を予定しています。この鳥瞰図では、現在の総合案内や中央休憩所、

集計センター、ハイビジョンホール等が解体され、ほぼ駐車場になって

いますが、場合によっては一部解体せずに残す場合もあります。次に管

理地区は、真ん中奥にある建物二つですが、選手観覧席と競走会事務所

を一つにし、選手宿舎とロッカー、検査場等を一つにした場合のイメー

ジです。このようにレース場全体をどこまで簡素化できるかが鍵になっ

てくると思っていますが、できる限りこの理想に近づければという思い

であります。今後は、この事業を絶え間なく継続させてスタンド側の改

修後、そのまま管理地区の改修に取りかかりたいという気持ちでありま

す。ただ、概算ではありますが、非常に大規模な事業となりますので、

少しでも事業の進捗を早めることと安定的なスケジュール調整が可能と
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いわれるＥＣＩという事業方式を採用して、設計会社や工事施工会社の

選定までをスムーズに行いたいと考えています。続きまして、資料５－

２を御覧ください。これは、事業計画表（案）であり、主だった内容の

年度工程等を示したものです。令和８年度は、工程詳細にあるとおり、

今後の設計業者等を選定していくのに必要な技術協力業務を行っていた

だく業者の選定を行います。令和９年度は基本設計策定、令和１０年度

は実施設計策定と施工業者選定を行います。そして、令和１１年度以降

は工事に着手し、令和１８年度には工事竣工となる予定です。これに基

づき、令和８年度は、今述べました、設計、施工業者を選定するまでの

入札発注支援や技術的協力を行ってもらうコンサルタント業者を選定す

るための予算を計上しております。これが、予算書の１８、１９ページ

にありました、競走場施設整備事業技術協力業務委託料の５，７８９万

３，０００円ということになります。業務委託内容としては、現在策定

している基本構想をさらに詳しく煮詰めてもらい、設計、施工に向けて、

市が要求する施設改修に近づけるよう、より精度の高い仕様書と入札資

料等の作成及びその他技術的な協力を求めるものであります。続きまし

て、資料５－３を御覧ください。これは、建設費用一覧表で、主だった

工事内容を種別ごとに仕分け、工事費概算を入れ込んだものです。総額

は、約８２億５，０００万円を見込んでおります。続きまして、資料５

－４を御覧ください。これは、建物配置の新旧比較表です。１ページの

鳥瞰図を平面図にしたもので、現行の建物配置、建物数の変化がよく分

かるかと思います。最後に資料５－５を御覧ください。発注方式につい

てですが、真ん中の図にある流れを御覧ください。今回採用しようとし

ているＥＣＩ方式は、基本設計まで策定した段階で、施工業者による技

術協力をお願いし、工事費概算を算出します。その後、その概算費を基

に実際に工事を施工したいという業者を選定することになります。これ

によって実勢価格に近くより安い入札額となることが期待できます。ま

た、下の段にも記載していますが、ＥＣＩを採用するもう一つの利点と

しては、年間約１６０日程度のレース開催を大前提とすることから、「居

ながら」工事での対応は、避けて通れないことが想定されます。これら
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は複雑な工事となるため、どうしても年に数か月の休催期間を設けるこ

とは必須であります。よって業界からは、より的確な工事スケジュール

設定が求められますので、実施設計段階で工事施工業者を選定すること

により、早々に技術協力を得ながら実現性の高い工事計画を設定できる

ものと考えています。以上が、概略ではありますが、今後スタンド改修

等を行っていくための流れとなります。この事業を一大計画と捉えるよ

りも、オートレース事業を行うためには、毎年、施設の点検や保守、必

要な修繕、更新は怠ることなく、継続的に施設設備投資は、数億円ずつ

必要であると認識することが大切だと思っています。長くなりましたが、

以上で令和８年度の予算と施設改修等の説明を終わります。御審査のほ

どよろしくお願いいたします。 

 

恒松恵子委員長 執行部の説明が終わりました。それでは質疑に入りたいと思

います。前年同様に、まずは歳入から順を追ってまいります。２ページ、

３ページ。 

 

中村博行委員 競走事業収入で、後のページに勝車投票券の収入があります。

３７億円ぐらいとの説明があったと思うんですけど、いきなり驚くほど

のアップの数字が出てきたんですが、その辺の根拠はどういう形で出さ

れたんでしょうか。 

 

大下公営競技事務所副所長 勝車投票券発売収入の根拠ですが、ミッドナイト

レースの売上げが伸びておりますので、それも見込んでおります。 

 

恒松恵子委員長 ２ページ、３ページが終わりまして、次に、６ページ、７ペ

ージ。（「なし」と呼ぶ者あり）それでは歳入の１０、１１ページ。 

 

中島好人副委員長 １０ページ、一番初めに歳入で説明がありましたけども、

この間オート収入を毎年上げてきてる中で、前年度と比較しても、今回

は１４％アップでしたね。額として昨年と比べて、３７億円もプラスの
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見込みという計算になっている根拠を先ほどとダブるかもしれませんが、

お願いします。 

 

大下公営競技事務所副所長 令和７年度当初予算のミッドナイトレースを少し

低めに予算化しておりました。それで１２月に増額補正をしました。ミ

ッドナイトレースが伸びておりますので、それに基づいて予算化してい

ます。 

 

木村公営競技事務所長 今の詳細の補足なんですけども、普通開催と呼ばれる

ところが令和７年度に比べましては、約８億３，０００万円アップして

おります。７．４％です。そしてミッドナイトレースに関係するものが

２８億８，５００万円で、これが２４．２％の増。それと当たるんです

が僅かですけど７，７８０万円ほど、前年度比３．１％の増ということ

で、これらを合わせますと先ほどの３７億９，４０５万円という形にな

ります。それが詳細でございます。 

 

矢田松夫委員 ３８億円と大幅に見込まれた歳入ですけれど、維持できる保障

はあるんですか。 

 

大下公営競技事務所副所長 令和７年度の実績を見て予算化しておりますので、

維持できると考えています。 

 

恒松恵子委員長 令和７年６月にギャンブル等依存症対策基本法が改正された

と聞いております。主にオンラインの規制のようですが、山陽オートに

対する売上げに及ぼす影響についてのお考えがあれば。 

 

大下公営競技事務所副所長 この２月１日に広告指針のガイドラインが改正さ

れまして、主には、例えばネット投票の１００％還元とか、お友達の紹

介とかが禁じられました。それと、お客さんが買われた車券のポイント

還元を１％としなさいとか、あるいはグレードレースは５％にしなさい
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とかという指導も入っています。非常に難しい状況ですが、今のところ

２月に入ってからもそんなに影響が出てはいません。むしろまた売上げ

が伸びています。 

 

矢田松夫委員 先ほどの繰り返しになりますが、３８億円をこの１年間維持で

きるという方針で大幅アップの収入を見込んだけれど、不安要素は全然

ないんですか。一切なくて、いけいけどんどんですか。 

 

大下公営競技事務所副所長 令和７年度の実績に基づいて予算化していますし、

ミッドナイトレースはむしろまだ売上げが伸びています。飯塚市主催の

ミッドナイトレースも伸びております。不安要素は、昼間のレースが他

競技と競合すると厳しいときもあります。通常開催が少し厳しくなると

いうぐらいで、ミッドナイトレースについては心配していません。 

 

恒松恵子委員長 心配していないということです。そのほか、質疑はございま

せんか。 

 

中村博行委員 払戻時効収入は、５０万円ぐらいで前年に比べて控え目にされ

てます。大体売上げが上がれば、それに連動して増えてくるのではない

かと想定するんですけど、この時効に対してできるだけファンに戻した

いといろいろ考えられた上で減額されておると思います。その辺はどう

でしょうか。 

 

大下公営競技事務所副所長 現在はネット投票が主流になっています。通常開

催もおよそ７割がネット投票になっています。それからミッドナイトレ

ースについては無観客でやっており、１００％がネット投票ですが、的

中者に即払戻金が口座に入金され、時効は生じません。時効が生ずると

すれば紙の車券を買われるところですが、７割のお客さんがネット投票

で買われているので、当然時効も少なくなっています。啓発ですが、発

売窓口周辺には６０日が有効期限ということも表示していますし、場内
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のテロップでも的中券の有効期限は６０日以内と告知しております。 

 

穐本真一委員 入場料収入の件に関して、令和８年度も引き続き、特別席に来

てもらうという努力はされると思いますが、予算では前年比に比べて、

むしろマイナスになっています。この辺のお考えをお聞かせください。 

 

大下公営競技事務所副所長 特観席ですが、昔ほど優遇された場所という感じ

ではありません。むしろ老朽化していますので、特観席に入る方が年々

少なくなっているのも実情です。今、グレードレース５日間、それから、

昼間の開催は土日を開放していますが、特に昼間の開催の入場者数が厳

しいです。先日もナイターで土日を開放しましたが、２０人ぐらいしか

いらっしゃらないということもありまして、特観席に入られるお客さん

が非常に少なくなっています。 

 

中島好人副委員長 要するに、前年度と比べて３７億円収入が増えると。その

うちミッドナイトが２８億円という説明でしたけども、ミッドナイトが

１時間延長したことにおける影響等、収益、その辺のところをどう捉え

てるのか、説明できればお願いしたいです。 

 

木村公営競技事務所長 今のミッドナイトですけども、日をまたがないときの

分が１０分ほど今までと比べて遅くなっております。日をまたぐときは

１時間ほど最終レースが変わってくるということで、ここ最近を見てお

りますと、今までは最終レースであっても大体２，０００万円ぐらいし

か売れなかったところが、昨日なんかもそうですけども、４，０００万

円など倍ぐらいに跳ね上がります。その影響は非常に大きいと思ってお

ります。 

 

恒松恵子委員長 そのほか、歳入に関しまして、次に１２、１３ページも。１

０ページから１３ページまで併せまして、質疑はありませんか。受取利

息はやはり市場を鑑みて、昨年より１００万円ぐらい予算が増えており
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ますが、いかがですか。 

 

大下公営競技事務所副所長 これは基金の預金利子ですが、今、金利が上昇し

ていますし、１５億円程度定期預金にしていますので増えています。 

 

恒松恵子委員長 そのほか、歳入に関してはよろしいですか。（「なし」と呼

ぶ者あり）それでは、続きまして、歳出の１４、１５ページから質疑を

求めます。１６、１７ページも併せて、質疑をお願いします。 

 

武野裕司委員 １７ページに、競走車運搬３，９７６万７，０００円とありま

す。やはりレースのバイクの運搬は非常に大事だと思うんですけど、運

搬のトラックの輸送はずっと昔から１者だけでされてるんですか。それ

をお聞きします。 

 

大下公営競技事務所副所長 ５場統一で日本梱包株式会社に運搬をお願いしま

す。そこだけしかオートレース専用のトラックを持っていませんので、

その業者にお願いしています。 

 

穐本真一委員 １４ページの一般管理費の件で、前年対比におきまして、３億

１，０００万円増額されている主な理由をお聞かせください。 

 

大下公営競技事務所副所長 施設改善基金積立金を増額しております。売上げ

が伸びていますので、当然収益が増え、基金に多く積む予算をとなって

います。 

 

矢田松夫委員 委託料の包括民間委託料です。この委託料の内訳というのか、

その包括の任務もあるよね。委託料の中で一番大きな任務というのは何

ですか。 

 

木村公営競技事務所長 包括的民間委託料ということで、そこの内訳ですけど、
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先ほど委員会資料の３－２ということで、３－１と３－２になります。

ページは１ページになりますけど。３－２のほうの実際に数字を入れた

ときのパーセンテージで計算しないといけないのが９億１９４万円と今

後施設の修繕等とかいろいろ空調とか緊急修繕とかしないといけないも

のが１億１，１８０万７，０００円で、それを合計して１０億１，３７

４万７，０００円となっています。主な業務というのは、あくまでも発

売の業務とか、ファンサービスとか、それと今言いました施設の通常の

維持管理業務がメインでございます。 

 

矢田松夫委員 そこが一番聞きたくて、青線の２の施設修繕料が１億１，００

０万円ぐらいあります。委託料からこれを引くとその１割は修繕料に行

くけど、これは追いつかないんじゃないかな。というのは、もう施設が

老朽化して、あっちもこっちも修繕だらけで、委託料から払うというこ

とは、自分の身を削ることにつながる。委託料を少し上げる中で、修繕

料をＪＰＦが支払うことになってますから、すればするほど全力を取り

そがれるっていうか、今のオートの状況はもう危ないところだらけって

いうかね。最近では、例の埴生駅からレース場への鉄橋が通行止めで、

従業員が毎日あの下を清掃しないといけない。さらに、観覧席は全部セ

メントが剝がれてる。（２）はどうにかならないですかね。 

 

木村公営競技事務所長 ＪＰＦへの委託料の関係で、まず、売上げが上がって、

双方頑張って一生懸命売上げが伸びた場合ということで、委託料の計算

は、まずは市のほうが先にお金を収益保証で頂くことになりますが、そ

の後残ったもの、そして経費を引いたものが全てＪＰＦの委託料という

形になります。委託の業務の中で、職員も採用していただいて、市から

お願いする業務は全て対応していただくというのがその予算であります。

また、本来の委託料の計算にプラス修繕費の飛び出たものにつきまして

は、それ相当分を一応ＪＰＦのほうにお渡しをするという形であります

ので、本来の委託料からＪＰＦがさらに１億円を負担するというわけで

はなくて、本来の委託料を出して、さらにかかってしまう修繕料は後で
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プラスしてその分はお支払いをちゃんとしますよという計算になってい

るということであります。 

 

矢田松夫委員 結局、修繕をしなくて、工事を止めて、赤いコーンで進入しな

いような状況です。そういう状況が施設の中にいっぱいある。だから本

当は工事をしとかないといけないよね。 

 

木村公営競技事務所長 そうですね。おっしゃられるとおり、必要な部分は絶

えず対応していかなくてはいけないんですけども、御存じのとおり、か

なり老朽化が進んでいる部分があります。今のコーン部分は、適切な補

修はしておるんですけど、それでも一応危ない可能性があるということ

で、そこにファンの方が立ち入らないように制限をかけさせていただい

ているという状況です。 

 

矢田松夫委員 修繕料はこれぐらいにするけど、人件費はこの委託料から何パ

ーセントぐらい占めるんですか。 

 

木村公営競技事務所長 これは受託業者のほうの考えになりますので、中のこ

とは分からないです。 

 

武野裕司委員 先ほど矢田委員が言いました施設の老朽化の問題で、私から申

し上げますと、冒頭にミッドナイトレースでもうけが出ていると。数人

でも本来はレース場があるわけですから、やっぱりレースの楽しさとか

そういったのが本来の姿だと思うんです。せっかくオートとエンジン音

とかいろいろあります。やっぱりメインの道路、ちょうど駅を降りて通

行する箇所を真っ先に整備するのが前提じゃないかと思っています。な

るべくなら早く、埴生駅から降りてメインの通路の改修工事を先にする

のが前提じゃないかと思ったんです。 

 

恒松恵子委員長 質疑をお願いします。埴生駅とオートをつなぐ専用道につい
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てのお考えをお願いします。 

 

木村公営競技事務所長 陸橋に相当する部分のことだと思います。こちらもか

なり腐食が進んでおりまして、いろいろなものが落下した時期もありま

したので、その対策は講じております。ただ、そのままにしておいて大

丈夫かという話になるとかなり厳しいので、一応調査をしております。

今後できるだけ早急に、陸橋部分の例えば屋根部分の排除や、そもそも

陸橋自体を全て撤去しないといけないのではないかという検討は今進め

ております。 

 

恒松恵子委員長 ミッドナイトレースを無観客で開催しております理由につい

てもお願いします。 

 

大下公営競技事務所副所長 ミッドナイトレースは警察庁の通達により無観客

でという条件になりますので、無観客で開催しております。 

 

矢田松夫委員 鉄橋はお客だけじゃないし、一般の人、通学、通勤の方も通る

から早くしたほうがいいことはいいね。ＪＰＦと包括民間委託契約は令

和８年度で終わるけど、将来的な展望はまだ分からないよね。 

 

恒松恵子委員長 答えられる範囲でお願いします。 

 

木村公営競技事務所長 現行の分が、令和４年度から令和８年度までになりま

すので、次の年度までという形であります。近いうちもそうですけども、

絶えず協議をしながらＪＰＦの御意向とか要望とか、いろいろその辺り

はお聞きをしているところではあります。ただ、今後も継続していきま

すというはっきりしたような回答はまだ頂いておりません。 

 

恒松恵子委員長 １６、１７ページはよろしいですか。 
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中島好人副委員長 １７ページの委託料で、上から２番目にあります発売業務

委託料が３億９００万円の予算を組まれてます。当たるんですの委託で

すけども、当たるんですは要するにスマホ１本で投票できるわけですの

で、未成年も投票する可能性があるわけです。そうした点でのセキュリ

ティーがこの委託料の中に経費として入っているのかを説明いただけれ

ばと思います。 

 

大下公営競技事務所副所長 当たるんですだけではなくギャンブル依存症対策

の関係がありますので、民間ポータル、あるいはオフィシャルサイトも

会員に申請されたときに、成人認証は必ず行います。その方が成人かど

うかという確認を取って、正式に会員となるということです。発売業務

委託料の中に当たるんですの成人認証の業務の一環として入っています。 

 

中村博行委員 同じく委託料でインターネットの４者トータルの委託料です。

去年も言ったと思うんですけど、ほぼほぼ売上げ自体が天井知らずの伸

びになるとは思っていません。当然だと思うんですが、今回は３０億円

も予算上はアップしたんですけど、やはりどこかで頭打ちというか、も

う横ばいになる時期が来ると思います。それを踏まえた中で、民間ポー

タルに対する委託料の４者それぞれ比率が違うんじゃないかと思うんで

すけども、その辺の委託料を減額するような努力は業界を含めてやられ

てるんでしょうか。 

 

大下公営競技事務所副所長 施行者の共同体である全国小型自動車競走施行者

協議会が４者に対して毎年料率を下げる交渉を行っております。先方も

民間企業ですので一筋縄ではいかないところもありますが、令和８年度

も１者料率を下げることに応じていただきましたので、少しずつであり

ますが交渉を重ねて努力はしています。 

 

矢田松夫委員 施設の借り上げで１４３万円が入ってくるけど、逆にこの支出

の中で細々としている業者に対して、例えば、電気料をオート側が払う
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とか、水道料を払うとか、何かないんですか。 

 

大下公営競技事務所副所長 施設の建物貸付料ですが、過去から減免を重ねて

現在の金額になっています。先方からまた減額の要望があれば、財務諸

表等を提出していただいて、経営状況を確認させていただいて検討して

いきたいと思いますが、収入がある以上、無償にできません。値下げの

要望があれば、検討する余地はあります。 

 

恒松恵子委員長 では、１６、１７ページ、歳出質疑の途中ですが、換気のた

め１０時１５分まで休憩したいと思います。 

 

午前１０時７分 休憩 

 

午前１０時１５分 再開 

 

恒松恵子委員長 それでは休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。１６

ページから２１ページの歳出全般について。 

 

中村博行委員 １９ページの一番下、本会議場でも質問があったんですけれど

も、７，０００万円の水道の関係の激変緩和というのはもう承知はして

いますが、プラスで３，０００万円を一般会計に繰り出すことになった

経緯が分かれば教えてください。 

 

木村公営競技事務所長 こちらのほうで予算措置をするに当たって、一般会計

のほうからプラス３，０００万円ほど出していただけないかというその

一言だけでございます。ただ、小型自動車競走法でいいますと、地方財

政のほうに寄与するという条件で、今、オートレースを運営できていま

すので、本来の形なのかと思っています。 

 

矢田松夫委員 基本はそこで分かるわけです。水道のときには、僕も一般質問
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をしたけど、水道は全体の利益を被る。だけど今回の事業を見ると、一

部の人しか、特定の人しか、事業の恩恵がありません。地域貢献したい

ということで、売上げの推移を見ながら金額を決定させていただくと、

オートの所長がずっと答えているわけです。その辺と話が違うんじゃな

いかと。売上げを見ながら、３８億円という強気の収入の金額を出され

た。そうは言っても、まだ赤字があるんじゃないかと。赤字と売上げの

推移というのがミスマッチで、随分かけ離れていると思うんだけど、今

回それが大きな原因で、売上げが３８億円あるから１億円出してもいい

んじゃないかと。７，０００万円と３，０００万円をという考えに至っ

たかと思うんですが、そこが一番大事なところよね。 

 

恒松恵子委員長 繰り返しかもしれませんが、答弁できますか。 

 

木村公営競技事務所長 繰り出しに関係するものでありますけども、そもそも

こちらの経営自体がどうなのかというような話だと思います。繰り返し

にはなりますけども、一定の解消もできておりますし、単年度収支で見

ても積立てやら何やら全て行って、リース料も全て返して、それでもな

お単年度黒字が大体平均して１億３，０００万円から４，０００万円ぐ

らいでずっと来ておりますので、できればそういうふうに要望があれば、

少しでも一般会計に出していくという考えであることには変わりはござ

いません。 

 

矢田松夫委員 だから結論でいうと、多額の赤字を抱えていながら、この赤字

を見ながら、売上げの推移を見ながら決定したという結論ですね。 

 

木村公営競技事務所長 はい、そのような形になります。 

 

中村博行委員 そうすると、令和８年度末の累積赤字をどのぐらいで見込んで

おられますか。 
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大下公営競技事務所副所長 令和８年度末は、４億７、０００万円程度を見込

んでいます。この根拠は、令和６年度末の累積債務から令和７年度の予

備費と令和８年度の予備費の合計１億７，０００万円解消を見込んでい

ます。  

 

中村博行委員 確認です。そうすると、その４億円が、結局、今年度末繰上充

用になる数字と考えていいですね。 

 

大下公営競技事務所副所長 令和８年度末で、その報告を令和９年度の繰上充

用金となります。 

 

矢田松夫委員 今までは、公共施設とか福祉施設とかに公益事業と言ったわけ

よね。方針を変えたわけだけれども、これは出したほうが、市のほうだ

から納得したんだろうか。今までそういうふうに答えていますよね。 

 

大下公営競技事務所副所長 令和５年度まで行っていました地域公益事業は、

この小型自動車競走特別会計で予算措置をして、担当課で予算を執行し

ていました。繰出金については、お答えできません。 

 

矢田松夫委員 よう答えないだろうね。それで、マシン・スポーツオートレー

ス山陽オートをそういうところに宣伝してもらってたよね。今回、水道

から広告でＰＲしていますか。見たことないね。桶谷元所長が、地域公

益事業のアピールにつきましては、それぞれの課で事業があった後には、

この施設等はオートレースの収益金で整備した事業ですという内容のシ

ールを貼っていただいて、ＰＲするように進めておりますと答えている

わけです。そういうふうに今後もしてもらうようにお願いするというこ

とよね。 

 

大下公営競技事務所副所長 小型自動車競走特別会計の財源で、トイレの改修、

エアコンの設置、厨房機器の設置で、アピールで銘板、シールとか貼り
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ました。今度は一般会計で予算執行されますので、お答えできません。 

 

恒松恵子委員長 繰出金については、以上でございます。そのほか質疑はあり

ますか。 

 

福田勝政委員 資料で５－４、ほとんど新しくなると思うんですが…… 

 

恒松恵子委員長 今後の競走場の整備計画につきましては、別添に資料をたく

さん頂いております。後ほど重点的に時間をかけて審査しますので、今

は１６ページから２１ページに関する歳出の中でお願いいたします。そ

のほか、歳出はよろしいですか。（「なし」と呼ぶ者あり）では、２１

ページ終わりまして、２３ページから２５ページまでの職員数職員給与

についてもよろしいですか。（「なし」と呼ぶ者あり）最後の２６、２

７ページ、先ほど説明もございましたが、リース料、債務負担行為の明

細でございます。 

 

中村博行委員 売上げが随分上がってきたこの経過の中で、競走会が昔、飯塚

と山陽と分かれていた。売上げが非常に厳しくなって、西日本で統一さ

れたんですけども、今、業務そのものが―山陽は山陽の審判長をやっ

てるんじゃないかと思うんですけども、そういった形で今後また従来の

ように、飯塚と山陽が分かれるというようなことがあるのか、またそう

いう話が出ているかどうか、その辺りをお聞きしたいんですが。 

 

大下公営競技事務所副所長 競走会ですが、現在飯塚、山陽で合計約３００日

超えるレース日数です。つまり、毎日どちらかで必ずレースをしている

ぐらいの状況ですので、ミッドナイトレースを本格的に導入した際に競

走会に必要な人員は確保してくださいとお願いをして、実際に人員が増

えています。現在は飯塚と山陽で、職員の行き来はないと聞いています。

当然、審判部長も山陽の事務所におりますので、今後この開催日数が極

端に減るということは、今の段階では考えられませんので、飯塚と山陽
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の行き来はないと思っています。 

 

恒松恵子委員長 それでは、歳出、歳入ともに予算書は終わりまして、次に、

頂いた資料の質疑に入ります。初めに、資料１の施行者別車券売上金額

入場者数集計表から。 

 

中村博行委員 これだけ売上げがあっても、従来から本場がやはり一番の課題

だと思います。将来的に考えると、オートレースの魅力等を発信できる

のは、本場開催があってこそだという気がします。そういったことで、

令和８年度、本場が売上げ向上につながるような企画をされるのであれ

ば教えてください。 

 

木村公営競技事務所長 令和８年度に向けて、年間を通してのものは、まだ詳

細には決まっておりません。今までの実績で見ますと、様々な催しをす

る中で食べ物を中心に考えたほうが、一番お客さんが来るのかなと思い

ます。そういったものをできれば継続してやっていきたいと思っており

ます。 

 

中島好人副委員長 関連で、私は参加できなかったんですけど、チラシでラー

メンフェスという計画を見ました。その辺の状況はどうだったんでしょ

うか。 

 

木村公営競技事務所長 今回もグレードレースのときに、ラーメンフェスをさ

せていただきまして、非常に好評でございました。ただ、２日するうち

の１日が開催中止になってしまいました。ラーメンフェスをやっている

会場だけ残して、お客さんにラーメンだけでも楽しんで帰っていただこ

うということで、そこに選手にも出ていただきまして、ちょっとしたフ

ァン感謝祭のような形となり、大盛況のうちに終わりました。 

 

武野裕司委員 今、中村委員がおっしゃったように、やっぱり本場でファンあ
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ってのレースだと思います。これからもどんどんファンサービス等をし

ていただき。最近は女子の選手も入ったと思うんですよ。女性の進出と

いうか、公営ギャンブルにも女性が入ることによって、やっぱり華があ

るので、ファンサービスをいろいろやっていったら本場の入場者も増え

るんじゃないかと思っておりますので、引き続き、そこは頑張ってもら

いたいと思います。よろしくお願いします。 

 

恒松恵子委員長 女性におけるファンサービスはどうなっているかという質疑

ですが、よろしいですか。 

 

木村公営競技事務所長 全国的に女子レーサーが増えておるのは確かでござい

ますし、今、業界挙げてもガールズ戦という形で年末、大きな舞台に向

けて、女子選手に限ってですけど勝ち上がりをやっております。そのと

きに絡めて、また一緒にそういうイベント事ができればなと思っており

ます。 

 

武野裕司委員 ぜひ、そういう企画をたくさんやって盛り上げていってもらい

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

恒松恵子委員長 そのほか、質疑はありますか。 

 

穐本真一委員 本場入場者数のところですけど、伊勢崎だけが１０７％で１０

０％を超えてるんですよね。この要因は何かお聞きされたことがありま

すか。 

 

大下公営競技事務所副所長 他場、特に関東場は非常に背景人口が多いです。

山陽場が厳しいところは、背景人口が非常に少ないという中でレース運

営をしてきましたが、考えられるのは、特にＳＧクラスのレースで、多

くのお客さんが入るということもあると思いますし、様々なイベントに

よりお客さんを呼んでる努力は実ったという結果だと思っていますので、
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私たちも伊勢崎に倣って努力をしていこうと思っています。 

 

恒松恵子委員長 資料１の２、別枠開催の集計表です。同じような関連があり

ます。令和７年度の実績ですね。資料２の１も令和７年度の実績になり

ます。 

 

中村博行委員 本場の活性化にもつながると思うんですけども、やはり売上げ

の関係で賞金が出せないという意味もあったので、ＳＧを持ってこられ

なかったと思います。ここまで売上げが上がってくれば、ＳＧを持って

きて、本場の活性化と入場者につながろうと思います。その辺の話はも

う出ているんですかね。 

 

大下公営競技事務所副所長 日程編成を行うに当たり、ＳＧレースの日程をま

ず決めます。山陽オートレース場ではもう２０年近くＳＧレースを実施

していません。ＳＧクラスのレースになりますと、５日間の賞金あるい

は６日間の賞金で約億単位の賞金が必要になります。今、山陽で開催す

るＧ１レースの約１１億円、１２億円程度の売上げでは、賞金を捻出す

ることはできないと判断しています。ただ、今後状況が変わって、山陽

場でもＧ１クラスのレースで１４億円、１５億円の売上げがあるという

ことであれば、ＳＧレースの開催も考えていきたいと思っています。 

 

恒松恵子委員長 そのほか、令和８年度の開催レース予定と当たるんですの発

売について、資料２の１、２はよろしいですね。（「はい」と呼ぶ者あ

り）先ほども若干説明がありましたが、包括的民間委託料に関する資料

３の１と２から質疑はありますか。 

 

矢田松夫委員 もう１回施設等の修繕料について、お尋ねします。既存の老朽

化して危ないところもあるんですが、それらについては、緊急的な処置

で、修繕していくということでいいんですね。いわゆる、危ないと思う。

そうしたら修繕すると。でも危なくなければ修繕しない、いわゆる擁壁
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が剝げたり、天井が落ちそうになったり、落ちてくるまで修繕しないと

いうことですね。 

 

木村公営競技事務所長 この老朽化しているものにつきましては、当然いつも

点検をしておりますので、危ないと分かった段階で、緊急的に必要なも

のはするということであります。それと、その点検があったとしても気

づかなくて急に落ちてくるものがあったという場合については、分かっ

た段階で措置をするという体制を取っております。 

 

矢田松夫委員 それから、ＪＰＦへの委託料の中に、駐車場の借地料の支払い

が入っていると聞いたんですが、これについての今後の方向性はどうい

うふうにされるんですかね。 

 

木村公営競技事務所長 今の包括的民間委託の契約の令和４年度から令和８年

度の間では、御指摘いただいたとおり、駐車場がＪＰＦ負担ということ

になっております。ここの部分につきましては、駐車場が大きい小さい

にかかわらず、借りているところとか全体的にそれを確保しておかない

とレースに支障が出るというようなものとか、ファンサービスの一環と

して行うものが少し低下してしまうというようなこともありますので、

次の新契約のときにつきましては協議事項にはなるかもしれませんが、

市としましては、現状どおりＪＰＦの負担の中に入れておきたいと思っ

ております。 

 

中村博行委員 市とＪＰＦの関連ですけど、何かこの契約を見ても、令和８年

度は市が１２億円、ＪＰＦが１０億円ということで従来とちょっと逆転

してるんじゃないかというような気がするんですよね。包括民間委託料

は、従来であったら、ＪＰＦのほうが６億２，０００万円で、市のほう

は６，０００万円で、１０分の１です。ところが今回は金額的に、これ

で逆転しているということで見れば、先ほどから矢田委員の質疑に対す

る答弁に対しても、何かちょっと上から目線のような感じがなきにしも
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あらずというような感じもしているんですよね。後のスタンド改修施設

の改修等についても、何かＪＰＦと連携が取れてないんじゃないかとい

う感じをどうしても受けるんですよ。この辺り、ＪＰＦから今の契約で

不満があるんじゃないかと思います。その辺は何かお聞きですか。 

 

木村公営競技事務所長 あくまでも包括契約でありますので、不満というわけ

ではないんでしょうけども、基本的には、ＪＰＦが受け取る委託料が少

ないのではないかというような話は絶えず出ております。ただ、これも

令和４年度のときに相当数の協議回数を重ねて、双方が納得した上での

契約上の話であります。それを５年間続けるのが大原則であったんです

けど、そうとはいえ、別枠開催とかミッドナイトレースとかの関係も出

たのもありまして、業務的にもかなり厳しくなるとか日数、勤務日数も

増えると。当時、令和４年度から開始する契約内容とあまりにも乖離が

あるということで、令和７年度から控除額を変えてＪＰＦにもそれなり

の金額がちゃんといくように再度変更契約をしております。基本的には

細かなところで不満はあろうかとは思いますけども、しっかりその内容

にはお応えできていると判断しております。 

 

中村博行委員 一つ例を出しますと、川口の日中のレース１０日分を全部山陽

が引き受けましたよね。このときの説明は、山陽が非常に厳しいときに

川口に助けてもらったということがあったと思いますし、今、この契約

についても同じようなことが言えるんじゃないかと思うんですよね。結

局、日本トーターがもう契約をしないというところで、その時点におい

ては契約してくれるところがないんじゃないかというような状況があり

ましたが、現在のＪＰＦである日本写真判定が手を挙げてくれました。

双方が傷をなめ合いながらじゃないですけども、少ない売上げを何とか

共有しながら、当時の６億２，０００万円、市の収益保証が６，０００

万円といったところが決まったんだけれども、売上げが悪かったですか

ら実際は４，０００万円ぐらいしか市の収益がなかったです。それでも、

お互いに連携し合いながらやってきたという経緯があると思うんですよ。
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ここの契約を見ると、どうしても市のほうがちょっと上に立っているよ

うに見ざるを得ないです。今度の令和８年度で契約満了になりますので、

次の契約について、やはりそういったことも含めた中で契約を更新なり

してほしいと思うんですけども、その辺りはどのようにお考えですか。 

 

木村公営競技事務所長 確かに今の新契約になってから、ＪＰＦの要望もあっ

て当初ミッドナイトとか、選手宿舎の分とか、ＣＳ放送関係の契約とか、

別々になってたものをできれば一本化してほしいと。そのほうが委託料

は上がるというような話がありましたので、それに基づいて、今の契約

の形で全て一本化しました。その代わり市の頂ける収益になる数字とい

うものははっきりしておかないといけないということで、収益保証とい

うことで設定しました。市のほうが当然経営をする側になりますので、

そちらのほうの数字が少なくなってしまうと厳しいのもあります。最低

限の保証も考慮の上で、先に収益保証を頂くと。その残ったものがＪＰ

Ｆになりますけども、当然売上げが上がれば、市のほうも増しますし、

ＪＰＦのほうも上がると。こういう計算であります。そこで今、条件的

にかなり変わってきたということで変更契約まで行って、金額でいうと

大体２億円ぐらい違う計算になってくるかと思います。そこまで契約を

変更してやってきております。市のほうが上になっているというのは、

たまたま先に取っているようなイメージがあるので、そう見えるのかな

とは思います。ここの部分については双方で納得のいくところの設定と

か、また要望があれば当然検討はしていかなくてはいけないとは思って

おります。 

 

中村博行委員 そして、当たるんですの収益です。これはＪＰＦにかなり相当

分行くと思うんですけども、その辺りはどのぐらい行っているんですか

ね。 

 

木村公営競技事務所長 この当たるんですの分につきましては、民間契約のほ

うの中の算出には含めておりません。 
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矢田松夫委員 中村委員も言ったけど、僕がさっき質問したように、結局、５

年契約がもうすぐで切れると。だから再契約するような雰囲気があるの

かないのかということを今、市への不満があるんじゃないかと思って言

ったんです。もう一つ、何度も言うんですけど、資料３－１の青枠のグ

リーン枠のところなんですね。施設修繕とか備品購入とかの１億１，０

００万円のところです。結局、やっぱり取り分を多くしようと思ったら、

けちるわけよね。修繕しない、備品を購入しなければ、そのお金が残っ

てくるわけでしょう。僕はそこを言うんですよ。だからかかった分だけ

余分に出してくれればいいですよ。取り分を多くしようと思ったらしな

い。こういうふうになってくるんですよ。だから不満が出るんじゃない

かと。せめて土地の契約ぐらいは、市長との契約でするんだから。この

全体の中からまた９００万円を出すなんて大変なことだと思う。まださ

らに人件費もあるでしょう。結局全体的な２の関係や委託料から含めて、

少し無理が来てるんじゃないかという気がするんです。全体の総括的な

ことを答えていただけますか。 

 

大下公営競技事務所副所長 修繕備品ですけども、資料３の１中ほどに緑色の

破線で囲んだ部分、ＪＰＦの委託料の算式数式ですが、ローマ数字の２

施設等修繕料あるいは備品購入費相当分は市の負担です。（「そうか」

と呼ぶ者あり）ＪＰＦの委託料の負担ではありません。これはあくまで

も市の負担ということで、これを合算して委託料をお支払いしています。

それと、駐車場の件ですが、地権者と市とＪＰＦが３者契約を結んでい

ます。当然、使用者のＪＰＦに納得していただいて駐車場の契約を結ん

でいます。駐車場もファンに開放する必要な土地という認識で契約を結

んでいます。 

 

矢田松夫委員 もう最後にするけど、１億１，０００万円のお金を相当分払う

んだけど、これを少なくすれば取り分が多くなるということではないで

すか。 
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大下公営競技事務所副所長 資料３のローマ数字１が、正式な契約に基づいた

委託料です。２は、市の負担です。ＪＰＦが負担するものではありませ

ん。 

 

矢田松夫委員 ということになると、今、危険箇所とか修繕箇所とかがいっぱ

いあるよね。これは市が全部やらないといけないということだよね。 

 

木村公営競技事務所長 当然、修理修繕の関係で、ＪＰＦがある程度一定の金

額を負担してもらうところもありますが、金額がこれほど大きいですの

で、基本的には全て市がほぼほぼ持つという形になっております。通常

の委託料の計算とは別に、あふれてかかった修理修繕分については、市

が全て出すと。市のほうが追加でその分を出しますという計算でありま

す。 

 

恒松恵子委員長 それでは、次に、資料４の当初予算案。先ほどと重複します

ので、具体的に書いてありますが。（「なし」と呼ぶ者あり）それでは、

資料５の１、２、３、４、５、施設の改善についてですね。 

 

福田勝政委員 将来ほとんど模様替えになるんですが、ここで見ますと非常に

駐車場に力を入れていらっしゃいます。これは分かります。それと新し

いスタンドで、東スタンドと西スタンドがなくなりますよね。いろいろ

な角度で調べられたと思うんですが、例えば、新スタンドは大体何人ぐ

らい入る予定ですか。 

 

大下公営競技事務所副所長 これは構想の段階の建物です。今、年間１，８０

０人程度の最大でお客さんが入るのは年に３日しかありません。その３

日のために過大な建物をつくるということは考えていません。千数百人

が収容できれば、十分な建物とは考えています。構想段階の建物ですの

で、正確な数字は申し上げられません。 



 32 

 

福田勝政委員 そうすると、特別席というのはもうないわけですね。 

 

大下公営競技事務所副所長 現在、他競技も盛んに施設整備されてます。同じ

業界のオートレース場も既に川口、浜松、飯塚はスタンド施設改修を終

えており、私どもも見学で数回見に行っております。有料席など必要は

ないというのも一つの考え方と思っています。 

 

福田勝政委員 例えば、千数百以上がもし入るとした場合……。 

 

恒松恵子委員長 福田委員、今期は事業計画の審査です。具体的な収容人数等

については、まだ全くはっきりしておりません。この場での質疑はお控

えいただけたらと。むしろ事業計画等の今年度設計業務などそちらの質

疑をお願いしたいと思います。 

 

矢田松夫委員 予算審査だから予算のことを言いますね。１９ページの業務委

託料５，７８９万３，０００円。この業務委託料と今回の資料５の２、

８ページですが、具体的に業務委託料の事業の内容は、工程詳細に書い

てあることをするということでいいですか。その説明をお願いします。 

 

大下公営競技事務所副所長 令和８年度の競走場施設整備事業技術協力業務委

託料は一番左側の２０２６年度（令和８年度）の１、２、３までの業務

に充てます。予算書の債務負担行為を組んでいるところの部分について

は、令和９年度で④です。（「分かる」と呼ぶ者あり）それと、翌年の

令和１０年度は、③に該当します。 

 

矢田松夫委員 今回の５，７８９万３，０００円の委託料の内訳は１から３ま

でやると分かりました。１から３までの中で委託料が多くかかるのは、

どちらですか。 
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久保公営競技事務所主任 費用の中で一番負担が多くなるのが、要求水準書の

作成になってこようかと考えております。 

 

穐本真一委員 資料５－２、事業計画表ということで出されています。本当に

長期間にわたって計画される予定なんですが、先ほど説明があったみた

いに、これを着工しながら普通の営業も常にやっていくと。また、途中

で開催できない年度もあるという考えなんでしょうか。 

 

大下公営競技事務所副所長 構想段階では、順調に行けばこの年数でできると

いう計画表です。これは居ながら工事で、またレースを１６０日程度こ

なしながらやっていかないといけないので、他場の例を見ると、最大休

催しても１年当たり３か月半が限界です。そういう関係もあり、これだ

けの年数がかかるということです。場合によっては、途中、例えば、他

場も同じような工事が重なって、３場が３か月半休むと開催日程が組め

ません。そういう関係も出てくるかもしれませんが、あくまでもこれは

理想形と考えていただきたいと思っています。 

 

矢田松夫委員 工事が１０年計画よね。この工事は、遅くなるということも考

えられる。居ながら工事だから早まることはないと思います。遅くなる

ことの理由があったら、お答え願いたいと思うんですが。 

 

大下公営競技事務所副所長 不安材料とすれば、ＪＫＡが向こう数年間の全場

の計画状況をまとめます。３か月半程度休催が３場重なると開催日程が

組めない状況が出てくるかもしれません。今後そういう可能性もありま

す。 

 

久保公営競技事務所主任 補足説明とさせてください。計画としては、今まだ

基本構想のときに定めた段階でございますので、遅くなるだけでなくて、

前後する可能性はあろうかと考えております。 
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矢田松夫委員 ２０２７年度の設計業務の基本設計の中で、前回、中途半端に

なって計画が倒れた。この計画の内容を継続して、今回の設計に組み入

れるというお約束があったんですが、それも何パーセントか入ってるっ

てことで理解していいですか。 

 

久保公営競技事務所主任 前回策定した計画の中でも、例えば仮設審判棟の配

置とか、細かく言うとどこからの視点で審判が見るとか、そういったも

のが大変参考になる部分も多くございます。矢田委員の言われたように、

参考にしながら、組み入れながら策定していく基礎資料ともさせていた

だくといったことでございます。 

 

中村博行委員 今回も居ながらということで、前回もそれで頓挫したと思いま

す。休む日にちをどうしても設けないといけないということであろうと

思うんですよね。だから、前回居ながらで結局、計画が途中で頓挫した

ということが今回また起こり得るのかどうか、その辺の可能性というの

はどのように見ておられますか。 

 

木村公営競技事務所長 前回の設計のときには電気の関係とか水道とか、あと

排水関係を把握し切れないというようなものが最後に残りまして、ちょ

っと断念してしまったというような話であります。今回は当然そういっ

たことがないよう前回のときを参考に問題となったものや課題となった

ものを全てこの基本構想をつくる業者に提示をしております。今後のこ

とにはなりますけども、極力そういうことが当然ないように進めていき

たいと思っています。 

 

矢田松夫委員 この委託料の選定業者はどういうふうに選定されるんですか。

プロポーザルとか、競争入札とか。 

 

久保公営競技事務所主任 まだ確定した段階ではないので難しいところではあ

るのですけれども、例えば、プロポーザルとかそういった選定方法が検
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討されるかなと考えております。 

 

中村博行委員 この計画を見て、オーバーに言うと論外だなと。１０年計画ね。

木村所長が一番よく分かってるのは、現場の建物の危険性が１０年もか

けてやるようなことかと。もっと短期にできないかというようなことで、

ほかの例えば、今までＰＦＩとかＤＢＯとかあった中で、今回はＥＣＩ

方式でやられると。この段階の中で一番危惧するのが、やはり、もう近々

のうちに事故が起こるんじゃないかと。そのぐらい建物の状況は老朽化

していると思っています。こういったことを踏まえて、最初に説明され

たときに、これはあくまでも案であって、変更の可能性はかなりあるよ

うなニュアンスで受け取ったんですけども、今後、やはり今回は今回と

して、状況に応じて、あるいはＪＰＦの考え等も入れられて、いろいろ

な方法があるんじゃないかと思います。もう１０年かけてやるような悠

長な建物状況ではないと判断します。その辺はどのようにお考えですか。 

 

木村公営競技事務所長 当然、今、御指摘のとおり、施設自体がそんなにいい

状態ではございません。この先、新しいものを建てるからここは何も手

をつけないんだよということが絶対にないように、単年度で必要なもの

については、措置をしながらやっていきたいと思っています。もう今、

その方法しかないのかと思います。 

 

高橋経済部長 資料５－２でお示ししておりますとおり、一番メインのスタン

ド建設につきましては、令和１３年度、１４年度を予定しております。

まずは来年度、順調にこの業務が進みましたら、予定では令和９年度、

１０年度で基本設計、実施設計を組んでおりますが、少しでも前倒しで

いけないかは検討しています。そうすることによりまして、工事着工が

少しでも早くなりますので、そこは、できるだけ工期を短縮できるよう

なやり方を業者と協議していきたいと考えております。 

 

中村博行委員 やはりそこが一番大事なところだと思うんですよね。事故が起
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こってレースもやめないといけないとか、当然工事も遅れるとかという

ようなことがあろうかと思います。この辺はやはりノウハウを持ってい

るのがＪＰＦではないかというような気もするんですよね。そういった

協議が重要になってくると思いますけども、その辺りはどのようにお考

えでしょうか。 

 

木村公営競技事務所長 包括先のＪＰＦにつきましては、そういうところを行

われる建設会社ではございませんので、客観的に見られて、危険な場所

については、ここを封鎖してもいいですかというような意見などをいつ

も絶えず頂いております。ファンが利用する場所の範囲縮小等について

は、ＪＰＦとも協議をしながら進めていきたいと思います。 

 

穐本真一委員 確認なんですけど、現在、改修中などで、来場者の入場制限を

しているエリアはあるんですか。 

 

木村公営競技事務所長 改修中というものではありませんけども、絶えず修理

しないといけない部分につきましては、そういったものが発生したとき

にそこのところを立入禁止にするという形にしています。それと場間場

外発売が多いですので、本場で走ってないときはお客さんが競走路内を

見ることがほぼありません。センターホールのみぐらいの利用状況でご

ざいます。 

 

中島好人副委員長 業務委託の関係なんですけど、資料５－２になります。④

の最後のところに国庫補助金の交付の相談とあるんですけども、これに

ついて何をモットーにしてこうした見通しっていうか、その辺の状況に

ついてはどうなんでしょうか。 

 

久保公営競技事務所主任 こういった事業でございますので、国庫補助金の該

当があろうかということで、実は昨年度から県のほうに相談させていた

だいているところなんですけれども、法改正などが多々あって、どの事
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業に該当しそうか、実際、建築する年度が確定して、ある程度の図面と

計画ができてというのが実際の流れになっており、国庫補助金等の交付

が実際できるかどうかの相談をしているといった意味合いでございます。 

 

中村博行委員 比較表、５－４の中で、表の図でもいいんですけど、走路内に

あるゴールピットと発走ピットがもうできた当時から使われていて、あ

そこに従事されている人がもう本当にかわいそうだと。トイレも含めて

ね。ここは使われるんですか。 

 

木村公営競技事務所長 委員のおっしゃるとおり発走ピット、ゴールピットと

も、開設当時からもうずっと使っているものでございますが、現段階で

は計画には入っていません。ただし、進めていくうちに、資金的余裕が

あれば、改修も検討していくことになるかもしれません。 

 

矢田松夫委員 ５－３の中で建設費用が大体８２億円かかりますよと。この外

構工事とか建設電気とかはどの部分に入るんですかね。 

 

久保公営競技事務所主任 ある程度の外構工事等は、資料５の３の表でいうと

ころのそれぞれの建物に付随していくような形になろうかなと考えてお

ります。 

 

矢田松夫委員 この駐車場なんかはどこに入るのか。見た目が物すごくきれい

ですけど。 

 

高橋経済部長 今、こちらでお示しております建設費用につきましては、基本

構想を委託した業者が一般的な概算金額として出しているものです。こ

の中の細かいところは、私たちも分析し切れてないところもあるという

ことで御理解いただきたいと思います。 

 

福田勝政委員 余剰活用エリアとありますよね。例えば、１００台の駐車場が
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新しく新設されて、その上の白い部分が余剰活用エリアになっています。

ここは車がよくとまっていたと思うんですけど、駐車できないわけです

か。 

 

木村公営競技事務所長 余剰活用エリアのところにつきましては、今後のこと

でありますので、申し訳ないですけど未定ということで御了承願いたい

と思います。 

 

恒松恵子委員長 イメージ図ですので先ほどの費用も含めて（「はい」と呼ぶ

者あり）ありがとうございます。そのほか、資料の質疑はよろしいです

か。ＪＰＦの委託料や今の施設改善等、様々な意見が出ましたので、こ

こで自由討議に入りたいと思います。執行部の退席を求めます。今まで

ＪＰＦの委託料やこのたびの施設整備の委託について、いろいろ意見も

出ましたし、ギャンブル依存症についての御意見もおありでしょう。執

行部が退席されましたので、議案第２０号について自由討議を求めます。 

 

中村博行委員 予算そのものは売上げがこれだけ上がってきて、予算の上積み

がちょっと大きいかなという気はしますけど、この予算からすれば、予

算的には問題ないと思います。今回出された中ではスタンド改修を含め

た施設改善の辺りは早急にやらないといけないということは、もう執行

部はよく分かっていると思うんですけども、現場はいつ破片が落ちてく

るか分からないような状況であります。できるだけ早期に工事に取りか

かれるような方式等、今、示されているもの以外にもいろいろあろうと

思うんですよね。聞くところによると、ＤＢＯ方式などもあると聞いて

ますので、こういったことを含めて早期にやれと。工事にかかれと。こ

れがもう人命も含めてやっぱり不安で、事故が起こったら本当にもうど

うにもなりませんので、そういう附帯決議をつけるか、もしくはちょっ

と出ましたけど、委員会独自の調査に入るといったような形を求めたい

と思うんです。この予算については、５，７００万円が出ていますので、

工事を早期にやれという附帯決議がふさわしいのではないかという気が
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します。 

 

矢田松夫委員 今回の収入が３８億円以上という強気の試算をされているわけ

よね。そんな売上げがあるならば、ＪＰＦの５年契約がもう切れる前で

あります。もう少しＪＰＦとの話を聞いて、一番委託料が少なくなって

いるのはどこかということです。今日の審議の中でも出ていますように、

施設の老朽化は、私たちの会派でも現地に行き、働く人の説明を聞くと、

かなりやばいことになっていると。先ほどの執行部の発言からいうと、

そういう危ないところは行かせない。コーンを立てているということな

んですが、それは入場者が１日、何百人しかいない。ただ、この前みた

いにイベントをやるとどっと来て、観覧席等にも行くし、そういったと

ころはかなり危険であります。さっき言った１億１，０００万円の修繕

費等についても上げていかなくてはならないと思います。先ほどの回答

を頂くと、委託料が不足すれば市が修繕費を出すという回答だったわけ

ですが、委託料がなくなるまで、逆には委託料がなくなるまでＪＰＦに

やらせて、足らなければ市がやるという逆の回答だったと僕は思うんで

す。やっぱり今回の中では、委員の中で一番多く懸念されたこと、老朽

化に対する修繕を早期にやれというのが私の結論です。 

 

福田勝政委員 例えば、払戻金があるでしょう。あれが自動的に払戻しできる

と思うんですけど、テレビなどがない人が払戻しの件でとにかく市役所

の中に設けてくれと言うんですよ。それは無理と思うんですけれど、フ

ァンからの要望で。 

 

恒松恵子委員長 そのような要望もあるということで、そのほかありませんか。 

 

中島好人副委員長 予算の中にどれだけ入っているか分かりませんし、これが

ＪＰＦの委託料の中に入っているか分かりませんけども、先ほど、当た

るんですについては、未成年の対策はどうなってるのかと聞きました。

全体的にやはりギャンブルですから、ある意味では依存への対策は議題
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になってるんだろうと思うんですけども、その辺が気になるところです。 

 

武野裕司委員 確かに今、公営ギャンブルについて売上げの上げ幅、社会情勢

も踏まえて当然あります。だけど本来の姿はやはり、レース場あって、

選手、ファンあってのレースです。いろいろイベントもやりつつ、選手

との交流をする。さらに、女子選手も新たに入っています。ファンと選

手は一体になって初めて成立すると思います。確かにネットなどもあっ

て、人が少ないというのもありますけど、やはりそこは本場の施設をい

ろいろ用意してグルメなどイベントでどんどんやっていって、盛り上げ

ていけたらと思っております。 

 

恒松恵子委員長 予算書についての自由討議をお願いします。売上げの見込み

であるとか、ＪＰＦに対する委託料とか。 

 

穐本真一委員 先ほど中村委員もおっしゃったとおり、やっぱり危険性がかな

り重要になってくるんではないかなと思います。執行部は、ＥＣＩ方式

と言われてますが、ＤＢＯ方式も踏まえて、もう一度検討したほうがい

いのではないかなと考えています。 

 

矢田松夫委員 要するに、この５のさっき私が言った事業技術協力業務委託料

５，７８９万３，０００円が令和８年度の予算で、これから以降、工事

に入るまで３年、４年かかるんだけど、それまでに施設がもてるのかと

いう意見が、中村委員と僕で一緒なんですよね。だから、早急に施設の

改善をやるべきだと。やるに当たっては、１億１，０００万円のお金が

あるけれど、市が早くしてくださいよと。市がもう少しリーダーシップ

を取って、施設の改善をしてくださいということをやっぱりこの中のみ

んなで統一した意見にしてほしいということなんです。 

 

恒松恵子委員長 そうですね。１０年計画が出されましたけれども、この計画

について、皆様、どうですか。 
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中島好人副委員長 委員会の中で、この１０年間の計画が行われて、中村委員

からこんな悠長なことでいいのかという指摘がありました。まさにその

とおりじゃないかと。もし、事故が起こったら、この計画がなくなって、

そこに財源がつぎ込まれていくことになるわけですから、ある意味では

それを防止する点でも早くやれというのは、口では部長が前倒しでやる

とは言いましたけども、やはり委員会としても、きちんと附帯決議とい

う方向で検討したらどうかと思います。 

 

恒松恵子委員長 今、施設整備について、附帯決議を出してはどうかという御

意見がございました。そのほか、ＪＰＦの委託料についても、かなり質

疑が交わされましたけれども、こちらについては、皆様いかがでしょう

か。 

 

中村博行委員 附帯決議までとは思いませんけども、やっぱり令和８年度でＪ

ＰＦとの契約が満了になると。次に向けて円満な契約ができるようにと

いうことで双方に不満のない状況で、できるだけそれを求めるぐらいで、

附帯決議までは値しないんじゃないかなという気がします。 

 

矢田松夫委員 委託料の計算方法は、ＪＰＦと山陽小野田市が契約にうたって

委託料が出ているから、これについてどうのこうの言って、契約の内容

を変えろというわけにいかない。現実を見ると、例えば、さっき質疑も

あったように、９００万円以上の土地の借地料をこの中から払ったり、

人件費もかなり上がってくるのに人件費も払ったりとなると、だんだん

ＪＰＦの取り分がなくなるわけです。だから少し契約の内容について、

収入がなければ、委託料のアップが望めないわけよね。計算方法は難し

いところです。だから委員会で、どうのこうのならないだろう。契約を

変えるとなるから。安いか高いかの計算ができないと思うよ。上げてく

れっていうのはあるけど、それは無理だと思う。 
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恒松恵子委員長 矢田委員の御意見もございました。それでは、この５，７８

９万３，０００円の委託について、とにかく早急にということで、委員

会として、附帯決議を出すということでよろしいですか。（「はい」と

呼ぶ者あり）それでは、皆さん賛成ということで、附帯決議を提出した

いと思います。それでは自由討議でそのほかございませんか。（「なし」

と呼ぶ者あり）それでは自由討議を終わりますので、執行部の出席を求

めたいと思います。では、暫時休憩といたします。 

 

午前１１時２８分 休憩 

 

午前１１時３１分 再開 

 

恒松恵子委員長 それでは休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。議案

第２０号について、そのほか、質疑はありますか。 

 

中島好人副委員長 先ほど、当たるんですにおいて、要するに未成年への対策

点では、そういう確認を取りながらやってるという確認が取れたんです

けども、やはりギャンブルです。依存症への対応はＪＰＦの委託料の中

に入ってるか、その辺のところの対策はどうなっていますか。 

 

大下公営競技事務所副所長 当たるんですもネット投票です。この２月１日に

ギャンブル依存症対策がより強化されました。監督官庁から当たるんで

す株式会社も強化された内容の説明を受けていますので、徹底はされて

いると思います。 

 

中島好人副委員長 以前、注意しましょうっていうそういったのが記載された

カードがつくられてたんですけども、来年度のそういった計画みたいな

もの、そういう何か特徴的なものはあるんでしょうか。 

 

大下公営競技事務所副所長 そういったカードをちょっと私たちもよく存じて
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ませんけども、ネット上でのめりこみは注意しましょうとか、車券の購

入は２０歳からとかということは、必ず掲載するよう指導を受けており

ます。 

 

中島好人副委員長 今、カードを御存じないと言われたんですけど。 

 

久保公営競技事務所主任 補足説明させていただきます。カードというか眼鏡

ふきとかティッシュとか、業界団体と話して用意したものを配っており

ます。副委員長が言われたことも多分、それらの啓発のものなのかなと

思っております。 

 

恒松恵子委員長 そのほか、質疑はありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）そ

れでは質疑を終わります。討論はありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）

討論なしということで、採決に入ります。それでは、議案第２０号令和

８年度山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計予算について、賛成の

委員の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

恒松恵子委員長 全員賛成により可決すべきものと決しました。先ほど、歳出

の委託料の中の競走場施設整備事業技術協力業務委託料に伴う一連の計

画が資料で示されました。当委員会で自由討議を行いまして、こちらに

つきまして、委員会として附帯決議を提出することといたしました。内

容については、委員長、副委員長に一任ということでよろしいですか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）それでは先ほど皆様から頂いた自由討議

の内容を踏まえて、附帯決議をお出ししたいと思います。よろしいです

か。（「はい」と呼ぶ者あり）それでは、今ほど申し上げました附帯決

議の内容については、後日の委員会で委員の決を採りたいと思います。

御了承ください。それでは、職員入替えのため暫時休憩いたします。 
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午前１１時３６分 休憩 

 

午前１１時４１分 再開 

 

恒松恵子委員長 それでは休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。審査

内容２番、議案第１６号令和８年度山陽小野田市駐車場事業特別会計予

算について、執行部の説明を求めます。 

 

熊川都市計画課長 議案第１６号令和８年度山陽小野田市駐車場事業特別会計

予算について御説明いたします。それでは、予算書の３ページ、４ペー

ジを御覧ください。予算総額は、歳入、歳出とも５，４０７万１，００

０円です。初めに、歳入について説明しますので１０ページ、１１ペー

ジを御覧ください。あわせて、事前にお配りしております参考資料の「Ｒ

８当初」の欄も御覧ください。１款使用料及び手数料、１項使用料、１

目駐車場使用料は、２，４８８万４，０００円としております。１節駐

車場使用料の主なものとしましては、通常の駐車場使用料２，１２０万

円、定期駐車券使用料３３０万円などです。２款繰越金、１項繰越金、

１目繰越金は、令和７年度からの繰越金２，９１４万３，０００円です。

３款諸収入、１項雑入、１目雑入は、自動販売機の電気料４万４，００

０円です。次に、歳出について説明いたしますので、１２ページ、１３

ページを御覧ください。１款駐車場事業費、１項駐車場管理費、１目一

般管理費は、２，４８７万６，０００円としております。主なもののみ

説明いたします。１０節需用費は、外灯やトイレ等に係る光熱水費６６

万６，０００円、施設等の修繕料は昨年度と同様の１４４万円としてお

ります。１２節委託料は、清掃委託料３６万９，０００円、次の調査設

計委託料８２０万円と測量調査委託料４００万円につきましては、駐車

場内の通路にシェルターを設置するための測量設計を行うためのもので

す。シェルターの設置範囲につきましては、お手元の参考資料（シェル

ター設置計画図）の赤色で着色した範囲となります。１３節使用料及び

賃借料、機械器具借上料１９１万４，０００円は精算機のリース料など
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です。２６節公課費、消費税及び地方消費税２００万円は、令和７年度

の駐車場使用料の決算見込額から算定した消費税に関する申告額です。

なお、令和８年度につきましては、駐車場管理業務による従事状況を踏

まえ正規職員１名分の人件費として、給料や職員手当など５５４万６，

０００円を計上しています。続きまして、１４ページを御覧ください。

２款予備費、１項予備費、１目予備費は、２，９１９万５，０００円と

しております。説明は以上になります。御審査のほどよろしくお願いい

たします。 

 

恒松恵子委員長 執行部の説明は終わりました。ここで委員からの質疑を求め

たいと思います。質疑は歳入からで、初めに３ページと併せて歳入の１

０、１１ページ。 

 

矢田松夫委員 定期駐車券があまり増えてない。当初予算からずっと見ると、

むしろ令和６年度決算からいくと減っています。今度新しい駐車場がで

きるから、逆に定期駐車券も増えるんじゃないかと想定するけど、そう

いう計算にならないですか。 

 

立野都市計画課課長補佐兼計画係長 定期券の料金についての御質問というこ

とで、現在定期券の販売を未舗装部分の工事がある状況で販売自体をち

ょっと中止というか、停止している状況にあります。そうしたら次はい

つからこの販売を再開するかということになるんですが、新しく駐車区

画がかなり増えますので、その利用状況を見ながら販売の再開について

は検討していきたいと考えております。 

 

矢田松夫委員 それでは、次期補正で数字の修正があるということでいいです

か。 

 

立野都市計画課課長補佐兼計画係長 定期券の販売が再開すれば、料金が増え

てくると思われますので、しかるべき段階で補正が必要であれば補正す
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るようになります。 

 

恒松恵子委員長 そのほか、歳入はよろしいですか。（「なし」と呼ぶ者あり）

では続きまして、歳出の４ページと８、９ページ。あわせて、１２ペー

ジから１５ページの予備費まで。参考資料も併せて。 

 

矢田松夫委員 歳出１３ページのこれは今回のシェルターの事業計画はないん

ですか。例えば、今回調査を行うけど、実施設計とか工事の完了とかい

うのもまだ明らかにできないということでいいですか。 

 

立野都市計画課課長補佐兼計画係長 こちらの事業については、令和６年３月

に駐車場経営戦略という計画の改定をさせていただいているその中での

施設整備の計画と整合したものでございます。予定とすれば、来年度は

設計と測量等を行って、再来年に工事着手できればと考えているところ

です。 

 

矢田松夫委員 だから来年度、令和８年度よね。完成はいつですか。 

 

立野都市計画課課長補佐兼計画係長 まだこれから設計するので、資材の入荷

期間や必要工期などは設計の中でしっかり考えていきたいと思っており

ます。現状では明確な回答は難しいところです。ただ、駐車場の利用が

多い時期をある程度外すとかその辺も踏まえて、発注していきたいと考

えております。 

 

中村博行委員 １３ページですけども、職員が１人ということで、もろもろず

っと予算が上積みされてます。そういったこととは別に未舗装部分を整

備されたということで、草刈りの委託料は前年まではあったんですけど、

そういった草刈りの必要性がなくなったという理解でよろしいでしょう

か。 
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立野都市計画課課長補佐兼計画係長 お見込みのとおりで、必要がなくなった

ということで予算計上しておりません。 

 

矢田松夫委員 委員長、資料からもいいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）ま

だ具体的な基本設計ができてないんだけど、身障者のところまでシェル

ターをつけると言う理由が、大体、身障者だからそこまでは雨にぬれな

いようにというのは分かる。この駐車場の台数は前回と変わってないん

だけど、この図に書いてあるだけで、５台に増やすということもなかっ

たですか。 

 

立野都市計画課課長補佐兼計画係長 こちらの資料が、今、障害者等専用駐車

場ということで記載しておりまして、今回、このたびの舗装工事に合わ

せて、もともと５区画でしたが、６区画に増やした状態にしております。 

 

穐本真一委員 月極と時間貸しについてお聞きします。昨年、質疑の中で、新

年度からは５０台ぐらいに抑えられる、時間貸しのほうを増やすように

考えていきたいとお答えされてるんですけど、この件に関しては、現状

どうなのでしょうか。 

 

立野都市計画課課長補佐兼計画係長 現状の定期の利用者数をお答えしますと、

現状６５名いらっしゃいます。定期の方は満車の状態でも駐車が可能な

状況でございまして、定期券を入れれば入れるという状態になりますの

で、定期券の人数はある程度抑えてあげたほうが収益も当然増えます。

仮にですけど、１区画が１日とめると５００円になりますので、５００

円で１か月、仮に２０日とめると１万円になるんですが、定期は４，０

００円となっています。収益だけを見れば、定期券を少しずつ減らして

いったほうが収益は上がると考えられます。駐車区画を今回かなり増や

しますので、そうした中で、定期券の利用台数の設定については改めて

どの程度が妥当なところかを見極めていきたいと思っています。なるべ

くある程度固定したほうがいいのかなと思っています。 



 48 

 

穐本真一委員 現時点では具体的な数字は、考えられてないということですか。 

 

立野都市計画課課長補佐兼計画係長 そのとおりです。これから利用台数がか

なり増えますので駐車枠が増えます。そうした中で平日と休日の利用形

態にすごく差がある駐車場という特徴もあり、どの程度が一番定期の設

定としていいのかというのは、運用の中で見極めていきたいと考えてお

ります。 

 

恒松恵子委員長 そのほか駐車場については、参考資料も含めて。 

 

中島好人副委員長 資料で駐車場の台数の件の質疑が本会議でもありました。

要するに、ここの表で見ますと、令和７年度は、１５５台から１１台増

えて１６６台になったということですけども、令和８年度の台数と計画

はこの表をどういうふうに見たらいいんでしょうか。令和８年度の見込

みの台数がもし分かればお願いします。 

 

立野都市計画課課長補佐兼計画係長 この日平均利用台数、平均台数というこ

とで、こちらは駐車場の利用料金から算出したものであって、利用料金

でいうと、来年度は前年度令和７年の決算ベース見込みで見ると、６％

増加しています。その６％分が増加するような台数設定になろうかと思

いますので、１７５台程度になるのではないかと考えております。また

この辺りの数字については、随時、決算の段階などでお示しができると

思います。 

 

恒松恵子委員長 そのほか、質疑はよろしいですか。（「なし」と呼ぶ者あり）

それでは以上をもちまして質疑を終了いたします。討論はありますか。

（「なし」と呼ぶ者あり）それでは、議案第１６号令和８年度山陽小野

田市駐車場事業特別会計予算について採決いたします。本件に賛成の委

員の挙手を求めます。 
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（賛成者挙手） 

 

恒松恵子委員長 全員賛成で可決すべきものと決しました。それでは休憩に入

ります。 

 

午前１１時５８分 休憩 

 

午後１時 再開 

 

恒松恵子委員長 それでは休憩前に引き続き、産業建設常任委員会を再開いた

します。本日の審査内容４番、議案第２２号令和８年度山陽小野田市水

道事業会計予算について執行部の説明を求めます。 

 

川地水道事業管理者 それでは、議案第２２号令和８年度水道事業会計予算の

概要予算書の１ページら最初から、配付しておりますＡ４資料は概要を

まとめておりますので、資料の水道局の資料の３分の１ページも併せて

御覧ください。第２条の業務の予定量につきましては記載のとおりです。

（４）の年間有収水量は、令和７年度決算見込みの９７．５％を見込ん

でおります。後の主要な建設改良事業につきましては、後ほど説明をさ

せます。第３条の収益的収入及び支出ですが、収入合計は、１６億３，

１３４万６，０００円。支出合計は、１４億７，８５０万３，０００円

を計上し、単年度において、税処理後、８，３９８万８，０００円の利

益が生じる予算編成となっております。予算書の２ページ目に移りまし

て、第４条、資本的収入及び支出ですが、下段の資本的支出の建設改良

費におきましては、主に老朽化した施設と配水管の整備に約７．８億円

の大型投資を行い、これに企業債償還を含めた支出合計は、１１億４，

６４６万４，０００円を計上いたしております。これに伴いまして、資

本的収入では、上水道企業債、４億６，１３０万円の新規借入れを行い

ます。出資金のうち、７，０００万円は、前年度に引き続き、一般会計
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から経営基盤強化出席出資金として繰り入れます。これらを含めて、収

入合計は５億８，６７７万２，０００円を計上しております。以上によ

り、資本的収支差引きで５億５，９６９万２，０００円の不足金が生じ

ます。これには、損益勘定留保資金等だけでは対応できませんので、積

立金を６，０８１万円取り崩して補塡することとしております。その他

詳細につきましては副局長から説明させます。よろしくお願いいたしま

す。 

 

岡水道局副局長兼総務課長 それでは引き続き、予算書２ページの続きから御

説明いたします。第５条予算の債務負担行為の設定は、令和８年度中に

契約又は準備行為をするためのものです。期間、金額については記載の

とおりですが、管路情報管理としてマッピングシステムを更新します。

鴨庄浄水場施設整備はろ過池の改良工事を予定しております。第６条予

算は、起債の限度額等の設定です。第７条予算の一時借入金限度額は、

あくまで枠取りで、近年の借入実績はありません。第８条予算は、流用

可能な項目の設定ですが、予算執行の円滑化と事業運営に柔軟性を持た

せるものです。第９条予算は、職員給与費等の流用禁止経費で、第１０

条予算は、一般会計からの補助金となっております。第１１条予算は、

棚卸資産の購入限度額の設定で、これらは予算書への記載が法定で義務

づけられているものです。それでは、予算の内容について御説明します。

予算書２５ページを御覧ください。別途配布のＡ４資料は、収支とも性

質別にまとめております。並べて御参照ください。給水収益につきまし

ては、有収水量は前年度決算見込みの９７．５％程度を見込んでおり、

給水収益は同９８．６％、１５億３８６万５，０００円を予定しており

ます。このほかの営業収益では、受託工事収入、加入金等は前年度当初

比較で減額、下水道料金収納事務受託料は増額で見込んでおります。営

業外の長期前受金戻入については、補助金等を原資として取得した資産

の減価償却に伴う収益化額であります。これらには現金の裏づけがあり

ません。収益的収入合計は前年度当初予算比較で２，２４０万７，００

０円減額しまして、１６億３，１３４万６，０００円となります。続き
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まして、予算書２６ページ以降の支出の部です。大きく増減があったも

のは附記欄に説明を加えております。Ａ４資料に性質別にまとめており

ますので、こちらで説明します。支出の部の人件費は２．６％減額して

おります。後ほど説明いたします。動力費は高天原浄水場における上水

工水の共用設備按分割合の変動により増額し、修繕費は前年度の場外施

設遠隔通信設備の更新が終わったため２，１００万円余りの減額ですが、

予算経理外で配水池の耐震診断を行う予定です。後ほど説明いたします。

負担金は丸山ダム関連施設の共同事業者負担金が皆減で半額程度となっ

ております。資産減耗費については、配水管の撤去工事費が皆減です。

借入利息は近年の大型投資による新規借入と金利上昇の影響で増額とな

ります。消費税予算は、前年度当初予算では還付だったため増額となり

ます。結果、支出総額は５，１３８万６，０００円減の１４億７，８５

０万３，０００円を計上しております。資本的収支については、予算書

３２ページの支出の部から説明いたします。浄水場施設費から営業設備

費までの建設改良費は、７億８，３３０万７，０００円となります。主

に浄水場施設費として高天原浄水場の老朽施設、機器の改良更新工事に

当たります。配水施設費として管路工事を１８本予定しております。営

業設備費としては、設計積算ＣＡＤシステムを導入します。これらに企

業債償還金、予備費を含めた支出総額は前年度比２億２，７８９万２，

０００円減の１１億４，６４６万４，０００円を予定しております。先

日、当委員会で御説明したとおり、令和８年度中に予定していた建設改

良工事のうち３．２億円余りを国の令和７年度補正予算における補助事

業に繰り上げて計上したため大幅減となります。これら投資の財源とな

ります資本的収入については、予算書３１ページになります。企業債の

新規借入が４億６，１３０万円です。上水道長期前受金のうち工事負担

金は下水道工事に起因する水道管移設補償金を減額しております。消火

栓に係る費用も含めて、これらは水道法及び公営企業法上で「独立採算

の例外」として、一般会計で負担することが規定されているものです。

その他補助金は、国補助金が皆減です。出資金では、旧簡易水道統合関

連に加え、前年に引き続き経営基盤強化出資金７，０００万円を一般会
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計繰入金として計上しております。以上、収入合計は５億８，６７７万

２，０００円となります。資本的収支の差引き不足額に対する補塡は、

管理者の概要説明のとおりです。人件費について御説明いたします。予

算書１０ページ給与費明細書を御覧ください。１総括の表は前年度当初

予算との比較になっております。１のア、会計年度以外の職員では一般

職は２名減で４８人体制です。給料及び期末勤勉手当等の増減は昇格、

昇給に加えて制度変更によるもので、一般会計に準じた変更内容となっ

ております。退職給付費は定年退職金の引当対象者（満６０歳）がいな

いことから減少しております。１１ページ、イ、会計年度職員は１名増

の４名体制となるため給与合計が増加しております。第２項から下は法

定で義務づけられている事項を記載しておりますので、お読み取りくだ

さい。予算書の１７ページから２０ページの令和７年度補正段階の財務

諸表については、先日の同委員会で審査済みですので説明は省略します。

予算書の２１ページ予定損益計算書を御覧ください。収益的収支におけ

る企業成績がここに表れます。下から４行目、税処理後の単年度純利益

は８，３９８万８，０００円の予定です。ただし、計算書中、３の（３）

の長期前受金戻入には、現金の裏づけがありません。さらに、下から２

行目のその他未処分利益剰余金変動額６，０８１万円は、資本的支出の

補塡財源として使用した積立金取崩額の再掲額ですので、これも現金の

裏づけはありません。その上の前年度繰越利益剰余金についても一部が

非現金です。よって、予算書２３、２４ページ、貸借対照表の右手貸方、

第７項（２）ウの当年度未処分利益剰余金では、注記⑧として、非現金

相当額を明示しております。よって、その下の利益剰余金合計８億１０

６万９，０００円から、これら非現金相当額を除いた４億５，７６８万

６，０００円が正味の内部留保資金となります。内部留保は、ピーク時

に９億円を超えておりました。その後、老朽施設更新を進めております

ので、年々減少しています。一方、期末の企業債残高は、固定負債企業

債と流動負債企業債の合計５０億８，０８２万９，０００円です。これ

は１年間の給水収益の３．７２倍となっており、全国の同規模の水道事

業体の平均値を上回っております。小野田地区の高尾、竜王山両配水池
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の耐震診断を予定しておりますが、収益的収支の状況を勘案して損益勘

定、予算経理とは別に、第３項固定負債中の修繕引当金を取り崩して行

うこととし、注記⑤として取崩し額８，０９１万６，０００円を明記し

ております。予算書９ページの予定キャッシュ・フロー計算書を御覧く

ださい。下から３行目の資金増加額では１億３，８６１万５，０００円

が減少しておりますが、事業運営上は年度中に限っては資金繰りに問題

は生じません。公営企業の未収、未払等の変動額は、決算日後約１か月

程度でほぼ精算されます。これらの影響を除外して、通年の事業活動に

由来する資金増減を「正味ＣＦ（キャッシュ・フロー）」として試算し

た結果がＡ４資料右端の帯です。記載のとおり２，３１７万８，０００

円が会計内に留保される予定です。最後に資料３分の３ページは、令和

８年度水道局で予定しております工事概要でございます。お読み取りく

ださい。以上が令和８年度の水道事業会計予算の説明となります。御審

査のほどよろしくお願いいたします。 

 

恒松恵子委員長 以上、執行部の説明が終わりました。それでは予算書から、

質疑に入りたいと思います。初めに、１、２、３ページ。 

 

中村博行委員 有収率は幾らですか。 

 

岡水道局副局長兼総務課長 有収率につきましては、１ページの２条（４）を

分子として、分母が（３）年間配水量になります。８３．６％を予定し

ております。 

 

中村博行委員 これから管路の更新をずっとされていくことによって、この数

字は上がると考えていいですか。それとも、老朽化のほうが進むのであ

まり変わらないと考えていいですか。 

 

岡水道局副局長兼総務課長 御質問の後段のほうになります。管路更新事業を

進めていきますけれども、管路の経年化率というのは、追いつかないよ
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うな状況です。次から次へと耐用年数を迎える資産が増えてまいります

ので、管路経年化率は進んでいくんですけれども、令和９年度には５０％

を超える見込みです。大型投資をしても、なお、こういった状況になっ

ております。ただ、去年から漏水調査を試験的に開始しておりまして、

そちらのほうの効果がある程度見込めるということで、直接、有収率全

体に関わるものか分かりませんけれども、大きい漏水が見つかれば、こ

ちらのほうもよくなっていくと考えております。 

 

中村博行委員 漏水調査をされていかれるということですけども、これについ

て最近すごくいい３００万円ぐらいする機械があると聞いて、水道局は

それを買ってくれないかという話もありますけど、そういう機械を実際

に購入の可能性というのはあるんですか。 

 

羽根施設維持課長 今、委員が言われたような機器の購入は考えておりません。

来年度にクラウド型ロット遠隔漏水監視システムを採用する予定でござ

います。漏水が多い水道管に水圧、流量、漏水温を一定間隔で自動測定

記録する機器を５基設置する予定でございます。朝２時から４時までの

データをハイブリッド判定して、パソコンやスマートフォン、タブレッ

トで情報を確認することができるものでございます。また、異常時には、

警報により通報されるものを来年度６月から導入する予定にしておりま

す。 

 

矢田松夫委員 有収水量の関係ですが、年々下がるということの大きな原因は

何ですか。 

 

岡水道局副局長兼総務課長 管路の経年化率が進んでいるということもござい

ますし、仮に一定量漏水が発見できずに、ずっと同じ量がもれていると

すれば、有収水量が人口減に伴って減っていきますので、数字が悪化し

ていくということはあり得ると思います。 
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恒松恵子委員長 １、２、３ページからはいいですか。（「なし」と呼ぶ者あ

り）次に、予算に関する説明書の注記表の５ページ。（「なし」と呼ぶ

者あり）それでは、収入と支出の６ページから９ページまで、あと資料

も含めて、質疑を求めます。収支支出の明細が後ほど出てきます。（「な

し」と呼ぶ者あり）続いて、１０ページから１２ページまでの給与関係

の明細書。 

 

矢田松夫委員 等級が１から７まで書いてあります。この敷設の監督者とか水

道技術管理者とかは、資格によって級が違うのか。それとも、この級の

中にそういう人がおられるんですか。 

 

岡水道局副局長兼総務課長 予算書１２ページの級別職員数は市役所と一緒で

す。役付けに応じて職階に応じて各級の貼付けになっております。係長

以上が４級、補佐級が５級、課長級６級、部次長、部長が７級となって

おります。 

 

矢田松夫委員 敷設の工事監督者というのは単なる技術者であって、その資格

があるから、この等級になるということはないということやね。 

 

岡水道局副局長兼総務課長 保有する資格によって給与等々には影響いたしま

せん。 

 

恒松恵子委員長 そのほか、職員の給与費関係はよろしいですか。（「なし」

と呼ぶ者あり）続いて、１５、１６ページの債務負担行為に関する調書。 

 

矢田松夫委員 さっきの人件費です。大体、人件費は上がっていくんだけど、

なぜ下がったのか、説明がありましたか。（発言する者あり） 

 

岡水道局副局長兼総務課長 １０ページを見ていただけたら、総括の一般職の

職員数の比較のところで１名減となっております。内訳を申しますと、
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中段ぐらいのアのところ、正職員の一般職ですね。こちらのほうが２名

減。１ページ進みまして１１ページ、会計年度任用職員が１名増で正職

員のほうが給与費は高いですので正職員の２名減が大きく影響しており

ます。 

 

恒松恵子委員長 １６ページまでで、そのほかに質疑はよろしいですか。（「は

い」と呼ぶ者あり）では続いて、１７ページの予定損益計算書は補正で

の実績なので省略します。続きまして、令和７年度の予定貸借対照表も

補正でやりましたが質疑はございますか。１９、２０ページです。予算

に係る２１ページの質疑はありませんか。 

 

矢田松夫委員 他会計補助金っていうのはまだあるんですかね。 

 

岡水道局副局長兼総務課長 他会計補助金の内訳は、２５ページになります。

下から６行目、７行目ぐらいに、他会計補助金として１０２万２，００

０円ほど予算計上しております。こちらにつきましては、旧簡易水道を

上水道に統合したときの企業債の償還利息相当を補助金として受け入れ

ております。 

 

恒松恵子委員長 そのほか、２２ページまで。（「なし」と呼ぶ者あり）それ

では、２３、２４ページ。 

 

中村博行委員 内部留保資金が４億５，７００万円と、前年に比べて若干増え

ていますが、これは今後どういう数字になりますか。 

 

岡水道局副局長兼総務課長 今後、恐らく二、三年後には底をつくような形に

はなります。企業債の借入れを増やせば、一定額を保持することは可能

ですけれども、今は金利も高いですので、事業運営に支障のない範囲に

なるような金額だけ残して、後は積極的に工事費の財源として使いたい

と思っております。 
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恒松恵子委員長 詳細の２５、２６ページ、付議事項もたくさんございますが、

質疑はありますか。 

 

矢田松夫委員 委託料ですが、この汚泥の運搬処理等って書いてあるよね。や

っぱりこれが金額としては、支出の中で一番高いんですかね。これまで

をちょっと見ると、機器保守点検なども入っていたんですが、この機器

保守点検よりは、汚泥運搬処理のほうが委託料の金額は高いからここに

上げたという理解でいいですか。 

 

岡水道局副局長兼総務課長 汚泥運搬処理のほうが１，１００万円を超える予

算の内訳として積算しておりますので、一番金額は多いということで、

代表的なものとして記載しております。 

 

矢田松夫委員 なら機器保守点検もあるということで理解していいですか。 

 

岡水道局副局長兼総務課長 各種機器等々、施設等々の点検、保守の委託料も

入っております。 

 

矢田松夫委員 次の薬品費は、宇部市との共同購入と以前回答があったけど、

これは上がったり下がったりで、前年度と今年の予算を比べると高くな

ったわけです。費用を少なくするために共同購入するんだということで

すが、これはどういうことですか。 

 

岡水道局副局長兼総務課長 薬品費につきましては、一部原材料が、薬品メー

カーが製造する上で輸入物もございますので、昨今の世界情勢に左右さ

れる面もございます。予算の段階では高めに単価を設定しております。

単独市で発注した場合と比較するものはございませんけれども、購入の

全体量が多くなれば応札される業者の方もそれなりの金額で応札してい

ただけているものと考えております。ＰＡＣにつきましては、薬品のう
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ち２，０００万円弱を予算で積算しておりますけれども、高天原に使用

しますＰＡＣを鴨庄で使っておりました高塩基度ＰＡＣに変更いたしま

す。鴨庄で効果があったもので、高塩基度になりますと使用量がぐっと

抑えられますので、トータルで見ますと薬品費全体の圧縮につながるも

のと思っており、令和８年度からは高天原浄水場も高塩基度ＰＡＣを導

入することとしております。 

 

恒松恵子委員長 そのほか、よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）２７、

２８、２９ページまで。支出に伴う質疑をお願いします。 

 

矢田松夫委員 ２９ページの委託料で上がったり下がったりしている。庁舎宿

直業務委託料はどういうふうに委託されているか。いつ、どこで、誰が、

どのようにということは分かりますか。 

 

恒松恵子委員長 具体的にお願いします。 

 

岡水道局副局長兼総務課長 庁舎の管理委託料につきましては、シルバー人材

センターに委託しております。これは、近年ずっと同じところでござい

ます。主には電話の受付であったり休日夜間の窓口であったりという業

務、それと庁舎の管理をしていただいております。 

 

矢田松夫委員 今の業務と全く同じ内容で、例えば、厚狭地区の複合施設では

５８０万円、文化会館で３３０万円、これは人的警備なんですが、同じ

ような内容で何でこんなに高いんですか。何か宿直日直する人に技術が

要るのかと思って。 

 

恒松恵子委員長 他と比較してどうかということです。 

 

岡水道局副局長兼総務課長 実績で申しますと、令和７年度契約済金額が６０

６万２，２８０円です。こちらにつきましては、うちは３６５日、休日
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夜間窓口を設けております。平日につきましては午後５時から朝の８時

半まで。窓口につきましては、夜１０時以降は閉めておりますけれども、

庁舎管理なり電話の受付なりはしてもらっております。休日につきまし

ては、丸１日です。勤務時間の違いによって委託料の違いはあるかと思

っております。シルバー人材センターから配分金をもらわれる方、実際

に働かれている方の収入につきましては、最低賃金に少し色がついた程

度のものと伺っております。 

 

矢田松夫委員 意味は分かったけど、単純に比較して、厚狭地区複合施設は三

つも四つも施設があって広いわけです。そこが６００万円で、こちらが

１，０００万円近いというのはどうなのかと思った。この契約方法は競

争入札ですか。 

 

岡水道局副局長兼総務課長 １，０００万円ではなくて、休日夜間窓口につい

ては６００万円ということなんですが、こちらの入札は行っておりませ

ん。随意契約でシルバー人材センターと契約しております。公営企業法

施行令の随意契約の理由として第３号に当たるものですけれども、高齢

者の雇用安定に寄与するものとして随意契約することが許されておるも

のでございます。契約内容につきましては、契約後に公表する予定にな

っておりますので、現在も令和７年度契約についてはホームページで公

表しております。 

 

中村博行委員 委託料が結局９７０万円で、実際に庁舎宿直はシルバー人材セ

ンターがされていて６００万円少々ということで、３７０万円ぐらいの

差があるんですよね。他の委託料がどのぐらいあるか、今後、こういう

ふうに示していただけたらと思うんですけど、取りあえず３７０万円の

内訳を教えてください。 

 

恒松恵子委員長 委託費の内訳ですね。シルバー人材センター以外の３７０万

円がどのような内容か。 
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岡水道局副局長兼総務課長 総係費の委託料につきましては、今、説明いたし

ました庁舎の宿日直業務が６０３万７，０００円、庁舎の清掃委託料が

９８万８，０００円。給与システム、財務会計システムの保守委託料が

合わせて９２万４，０００円。あと、１０万円単位のものが残っており

ます。高圧電気設備の保守料であったり、職員の健康診断であったり、

もろもろのものが入っております。 

 

恒松恵子委員長 そのほか、質疑はよろしいですか。（「なし」と呼ぶ者あり）

３０ページまで終わりまして、資本的収支明細書の３１、３２ページ。 

 

中村博行委員 ３２ページ、建設改良費が７億８，０００万円ということで、

以前の計画によると年間８億７，０００万円ぐらいだったと思うんです。

これはいつもしないといけないわけではないんでしょうけど、今回はこ

の予定どおり行くという算段でいいんですか。 

 

平野水道局次長兼工事管理課長 建設改良費ですけれども、当初予算ベースで

見ますと、事業費は前年度より減少しております。前年度に補正予算で

計上いたしました国庫補助事業を新年度に施工する予定としております。

ですので、当初予算のみで比較しますと減少して見えますけれども、補

正分を含めました事業量としては前年並みとなる予定となっております。 

 

岡水道局副局長兼総務課長 補足いたします。国交省の補助事業の予算配分が、

従来から、当初予算で半分ほど配分いたしまして、後は補正でつけると

いう慣例がございまして、そういった関係で、市水道局も補助事業に乗

りたいもので、それで令和８年度に予定していた事業を令和７年度に繰

り上げたということでございます。令和８年度に組んでおります建設改

良費につきましても、令和８年の年末ぐらいにまた国が補正予算を組ん

で、市水道局が補助メニューに乗れる事業があれば、積極的に乗ってい

きたいと思っております。 
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恒松恵子委員長 そのほか、水道局資料の主な予定工事についてもよろしいで

すか。（「なし」と呼ぶ者あり）それでは、以上で質疑を終わります。

討論はありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）では、討論なしと認めま

す。それでは、議案第２２号令和８年度山陽小野田市水道事業会計予算

について採決いたします。本件に賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

恒松恵子委員長 全員賛成で可決すべきものと決しました。それでは暫時休憩

に入ります。 

 

午後１時４４分 休憩 

 

午後１時５０分 再開 

 

恒松恵子委員長 それでは休憩を解きまして、委員会を再開いたします。本日

の審査番号５番、議案第２３号令和８年度山陽小野田市工業用水道事業

会計予算について、執行部の説明を求めます。 

 

川地水道事業管理者 それでは、予算書の３３ページから御説明します。資料

３分の３ページも併せて御覧ください。予算書、第２条の業務の予定量

は、２事業所に向けて年間６７５万２，５００立方メートルの配水を予

定しております。第３条の収益的収入の予定額ですが、合計で２億３，

３１４万４，０００円を計上しております。また、支出合計は２億３，

２１５万８，０００円を計上し、結果、税処理後の単年度損益において

は７２万５，０００円の利益が生じる編成となっています。予算書、第

４条の資本的収入及び支出の予定額ですが、収入はなく、支出のみとな

っております。支出の建設改良費と企業債償還金と合わせて合計は５億

２，４１５万６，０００円を計上しております。投資の５億円は、保有
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資金を長期債券で運用するための予算で、流動資産と流動負債の差額に

て措置し、差引不足額計算から除外しております。この結果、資本的収

支の差引不足額として２，４１５万６，０００円が見込まれますが、損

益勘定留保資金等に加え、積立金８２７万５，０００円を取り崩して補

塡することとしております。なお、詳細につきましては、副局長から説

明させますのでよろしくお願いいたします。 

 

岡水道局副局長兼総務課長 管理者の概要説明に続いて、予算書３４ページで

御説明いたします。第５条の予算は、支出費目の流用可能項目、第６条

の予算は、職員給与費等の流用禁止経費となっております。これらは予

算書への記載が法定で義務づけられているものです。それでは、予算の

内容について、水道事業会計と同じ手順で御説明をさせていただきます。

まず、収益的収支につきましては、予算書５３ページ、Ａ４資料は３分

の３ページを御覧ください。収入合計は、２億３，３１４万４，０００

円となり、前年度当初予算比較で５，３０１万９，０００円の減となっ

ております。西部石油との給水契約がなくなりましたので給水収益は５，

９８７万８，０００円の減少です。受取利息は保有資金の運用方法を変

更するため大幅増となります。続きまして、支出の部ですが、支出につ

きましてはＡ４の資料を御覧ください。支出につきましては、総額２億

３，２１５万８，０００円を計上しております。人件費をはじめ動力費、

受水費等の費目を減額としましたが、修繕費は増額しております。総額

では前年度当初比で２，７８２万７，０００円の減額となっております。

人件費の詳細につきましては、予算書４０ページ以降の給与費明細書を

お読み取りください。続きまして、資本的収支については、予算書最終

５６ページを御覧ください。収入はなく、支出は建設改良費の浄水場施

設費として、高天原浄水場の空調機器新設と中央監視装置更新を予定し

ており、企業債償還金は定期償還元金となります。新たに投資５億円を

計上しておりますが、これまで主に定期預金で運用していた保有資金を

新たに長期有価証券で運用するものです。これにより支出総額は５億２，

４１５万６，０００円を計上しております。資本的収支不足額に対する
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補塡は、管理者の概要説明のとおりです。予算書の４５ページから４８

ページの令和７年度補正時点での財務諸表については、先日の同委員会

で審議済みですので説明は省略します。予算書４９ページを御覧くださ

い。予定損益計算書になります。こちらは税処理後の損益となっており

ます。下から４行目、当年度純利益は７２万５，０００円を予定してお

ります。予算書５１、５２ページの予定貸借対照表を御覧ください。５

２ページ資本の部、７項（２）の利益剰余金合計額は９億５，１９９万

１，０００円となっており、上水と異なり全て現金の裏づけを持ってお

ります。加えて未使用分の損益勘定留保資金が会計内に留保され、結果、

期末の内部留保資金は９億７，３５４万４，０００円となる予定です。

対して企業債残高は、固定負債と流動負債の企業債の合計２，１４５万

５，０００円に過ぎないため、実質無借金経営となります。予算書３９

ページ、予定キャッシュ・フロー計算書を御覧ください。下から３行目

の資金増加額では５億１５２万７，０００円が減少しております。ただ

し、これには第１項中の未払金、引当金等の増減及び第２項には投資５

億円が加味されております。これらを除けば一年間の事業活動を通じて、

実質１９２万９，０００円の資金増加となる予定です。以上が令和８年

度の工業用水道事業会計予算の説明となります。御審査のほどよろしく

お願いいたします。 

 

恒松恵子委員長 執行部の説明が終わりました。ここで委員からの質疑を求め

ます。初めに、局長から説明のありました３３、３４ページ。 

 

矢田松夫委員 西部石油がいなくなって、大分赤字になるけど、どこか工業用

水を使うようなところはないだろうか。どうにかしないといけないよね。

何かコメントがありますか。 

 

川地水道事業管理者 昨年まで３者でしたけども、昨年の６月から西部石油が

撤退されまして現在２者の使用となっております。令和８年度の予算上

は、一応２者でも利益が出るような形になっております。西部石油が撤
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退することによって、収入も減りますけども、動力費等々も減るため、

結果、大体３，５００万円程度の利益がなくなったという形になります。

それでも何とか工水上の予算としては成り立っています。今後の活用方

法でございますけども、西部石油の前に工水管をつくっておりまして、

それをどうしても移動させるわけにはいきませんので、今の西部石油の

跡地利用のほうで何とか使えるかどうか、この辺について私どもは検討

いたしておりますが、今後の会社の活用状況もありますので、見守って

いるというような状況でございます。 

 

恒松恵子委員長 では、次の予算に関する説明書の注記表。資産の耐用年数な

どはよろしいですね。（「なし」と呼ぶ者あり）続いて、３７、３８ペ

ージの実施計画。あわせて、３９ページのキャッシュ・フロー計算書。

（「なし」と呼ぶ者あり）では、４０ページから４２ページまでの諸給

与費の明細書。 

 

矢田松夫委員 ３３ページの支出のところで一番下から２段目に第２項の償還

金があるね。償還金は返ってくるわけよね。これの内容を教えてくださ

い。 

 

恒松恵子委員長 支出の償還金の内容についての質疑です。 

 

岡水道局副局長兼総務課長 企業債の償還元金です。近年借入れしておりませ

んので、定期償還のみが残っております。 

 

恒松恵子委員長 給与費まで。給与費については水道局と同様ということで、

次に４３、４４ページの債務負担行為に関する調書。先般補正でやりま

した。進捗状況はいかがですか。 

 

岡水道局副局長兼総務課長 準備しておりますけれども、まだ契約行為等々に

は至っておりません。 
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恒松恵子委員長 ４５ページと、４７、４８ページは先日の補正で審査しまし

たので省略します。続きまして、４９ページの令和８年度の予定損益計

算書です。（「なし」と呼ぶ者あり）続いて、予定貸借対照表の５１、

５２ページ。 

 

中村博行委員 貸借対照表で内部留保資金が９億円以上あって、企業債が２，

１００万円、非常にいい状態で工水そのものの事業をどうしていくか、

方向性は考えられてますか。 

 

川地水道事業管理者 今のところ内部留保資金は９億円程度ございますけども、

これに関しても、この９億円が純粋に残っているわけではなくて、工水

管はかなり老朽化しておりますし、それの設備更新等々もありますし、

その他、第１導水管の修繕等々についても、充当せざるを得ない状況で

ございます。そういったものを含めて、本当に２者だけで今後もやって

いけるのかどうなのか。２者の方々が長期的に工水を利用される確証も

ございませんので、そういったことを含めまして、今、関係機関と今後

の在り方について協議を進めておるところでございます。また、一定の

方向性が決まりましたら、委員の皆様方には御説明を申し上げたいと思

っております。ただし、まだ時間はかかると思います。 

 

中村博行委員 関係機関というのは、県のほうの関係と思うんですけども、本

当に今おっしゃったように、管路の更新というのはもうこれは水道も含

めて、下水も含めて皆そういう時期に来ていると思います。その辺り、

県等々の協議というのは、これから始められる予定、そういった計画が

あれば教えてください。 

 

川地水道事業管理者 もう既に何年か前からやっておりますけども、なかなか

工業用水道の使用料がかなり落ちてきてます。企業の節水もありますし、

撤退もございます。そういったことも含めて、また県の企業局のお考え
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等々もありますし、今後の本市の財政状況の内容にもよりますので、そ

れらも含めて今、全体的に検討いたしているというところでございます。 

 

恒松恵子委員長 そのほか、ありませんか。５１、５２ページを終わりまして、

明細が書かれております。５３、５４、５５、５６ページ、あと資料も

含めて、収入支出の予算について質疑はありませんか。投資有価証券で

すが、確実に有価証券利息が入ってくるという見込みでよろしいですか。 

 

岡水道局副局長兼総務課長 満期保有を見込んでおります。国債地方債、政府

保証債等々安全なものを購入する予定にしておりますので、５５０万円

程度の収入は見込めるのではないかと思っております。満期前に手放す

ようなことは考えておりませんので、元本については保証されるもので

ございます。 

 

恒松恵子委員長 そのほか、質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終わります。討論はありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）

討論なしと認めます。それでは、議案第２３号令和８年度山陽小野田市

工業用水道事業会計予算について採決いたします。本件に賛成の委員の

挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

恒松恵子委員長 全員賛成で可決すべきものと決しました。続きまして、審査

番号６番、議案第３５号山陽小野田市水道局企業職員の給与の種類及び

基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について、執行部の説明

を求めます。 

 

山田水道局総務課主幹 それでは、議案第３５号山陽小野田市水道局企業職員

の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について御説

明いたします。一昨年、令和６年度の人事院勧告において職員の扶養手
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当の見直しが勧告されました。具体的内容は令和７年度から令和８年度

の２年にかけて配偶者に対する扶養手当を段階的に減額した上で廃止し、

子に対する扶養手当を段階的に増額するものです。今回の条例改正は、

扶養手当について国家公務員に準じた形で制度変更を行うため、条例上

所要の改正を行うものです。配偶者の扶養手当は、令和６年度まで月６，

５００円であったものを令和７年度に給与規定を改正し３，０００円に

減額しておりました。これを令和８年４月１日から廃止するため、参考

資料の新旧対照表のとおり条例上の扶養手当の対象から除外します。ち

なみに、市長部局では同様の改正が令和７年３月議会において可決され、

段階的に施行されておりますが、運用においては水道局も差異はありま

せん。説明は以上です。御審査のほどよろしくお願いいたします。 

 

恒松恵子委員長 執行部の説明が終わりました。委員からの質疑を求めます。

（「なし」と呼ぶ者あり）それでは、質疑を終わります。討論はありま

すか。（「なし」と呼ぶ者あり）討論なしと認めます。それでは、議案

第３５号山陽小野田市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条

例の一部を改正する条例の設定について採決いたします。本件に賛成の

委員の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

恒松恵子委員長 全員賛成により可決すべきものと決しました。それでは、職

員入替えのため暫時休憩いたします。 

 

午後２時１３分 休憩 

 

午後２時２０分 再開 

 

恒松恵子委員長 それでは休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。本日

の審査番号３番、議案第２４号令和８年度山陽小野田市下水道事業会計
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予算について、執行部の説明を求めます。 

 

小路下水道課技監 説明の前に、本日お配りしております委員会資料の確認を

させていただきたいと思います。資料のそれぞれ右上に資料番号を付し

ております。資料１として、「令和８年度山陽小野田市下水道事業会計

予算について」、資料２として、「令和８年度事業予定箇所図」、資料

３として「企業債年次推移一覧表」をお配りしていますので、審査の参

考にしていただければと思います。それでは、議案第２４号令和８年度

山陽小野田市下水道事業会計予算について、御説明いたします。予算書

１ページをお開きください。まず、第２条の「業務の予定量」につきま

しては、令和８年度の下水道事業活動の基本的目標として定めるもので

す。各数値につきましては御覧のとおりです。（４）の主要な建設改良

事業につきましては、公共下水道の整備を進めるとともに、処理場、ポ

ンプ場の長寿命化工事を行う予定としております。工事等の場所は、資

料２「令和８年度事業予定箇所図」に掲載してありますので参考にされ

てください。次に、第３条の収益的収支と第４条の資本的収支につきま

しては、予算明細書で御説明いたしますので、予算書の２２ページをお

開きください。まず、収益的収入及び支出の「収入」でございますが、

１款下水道事業収益は、前年度から９，６０２万５，０００円増の２０

億７，９６３万５，０００円としております。主な内訳としまして、１

項営業収益、１目下水道使用料は、前年度から４２３万５，０００円減

の６億７，６９７万８，０００円としております。２目雨水処理負担金

１億１，５２２万２，０００円は、雨水処理経費に対する一般会計から

の繰入金です。２項営業外収益、２目他会計負担金７億１，９１２万１，

０００円は、国の繰出基準に基づく一般会計からの繰入金です。３目国

庫補助金２，５００万円は、管渠調査業務委託に係る社会資本整備総合

交付金です。４目他会計補助金２，３３４万５，０００円は、財源不足

を補うための一般会計からの繰入金です。５目長期前受金戻入４億４，

６２１万２，０００円は、固定資産の財源となった国庫補助金等につい

て減価償却見合い分を収益化するものです。３項特別利益、１目過年度
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損益修正益は、過年度下水道使用料等の調定更正のため、例年どおり１，

０００円計上しております。次に、２３，２４ページの「支出」でござ

いますが、１款下水道事業費用は、前年度から６，３３８万５，０００

円増の１９億９，７６８万７，０００円としております。主な内訳とし

まして、１項営業費用、１目管渠費は、下水道管渠やマンホールポンプ

場等の維持管理に要する経費です。管渠調査業務委託を行うことなどに

より、前年度から３，３６６万３，０００円増の１億２，６２４万４，

０００円としております。次に２目ポンプ場費は、雨水及び汚水中継ポ

ンプ場の維持管理に要する経費です。施設管理に係る光熱水費や修繕費

の減額により、１３６万５，０００円減の２，９９１万円としておりま

す。続いて、２４，２５ページの３目処理場費は、小野田及び山陽水処

理センター、仁保の上及び福田農業集落排水処理施設の維持管理に要す

る経費です。修繕費の増額により、前年度から６６２万７，０００円増

の３億６，７１６万４，０００円としております。２５ページの４目水

質管理費は、処理場の水質管理に係る経費です。特定施設水質分析委託

料の増額により、前年度から５９万４，０００円増の２４７万４，００

０円としております。２５、２６ページの５目総係費は、一般管理に係

る人件費や事業活動全般に係る経費となります。使用料体系検討委託料

や水道局への徴収業務負担金が増額により前年度から１，６８４万５，

０００円増の９，３１７万９，０００円としております。６目減価償却

費は、令和７年度の取得資産を反映して、１２億２３３万３，０００円

を計上しております。７目資産減耗費は、令和８年度の処理場改築工事

に伴う機器の除却等に要する費用として、１，４７０万９，０００円を

計上しております。２項営業外費用、１目支払利息及び企業債取扱諸費

は、企業債に係る支払利息の増に伴い、前年度から７０３万円増の１億

５，６２３万６，０００円としております。３項特別損失、１目過年度

損益修正損は、過年度分の下水道使用料等の還付のため１０万円計上し

ております。４項予備費は、災害等に備えるため、５３０万円計上して

おります。以上、これら収益的収支の結果を、１８ページに税抜き処理

をした「予定損益計算書」を掲載しております。下から３行目のとおり、
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令和８年度予算においても当年度純利益は発生しない見込みです。２７

ページに戻っていただいて、「資本的収支」について御説明いたします。

まず、「収入」でございますが、１款資本的収入は、前年度から５億２，

６３４万７，０００円増の２０億２，１９４万５，０００円としており

ます。１項企業債、１目企業債は、下水道事業債の増により前年度から

３億２，２９０万円増の１２億２５０万円を計上しております。２項出

資金、１目他会計出資金１億９，４４４万５，０００円は、企業債の元

金償還金や建設改良費に対する一般会計からの繰入金になります。３項

補助金、１目国庫補助金は、処理場改築工事の増により２億１，２５５

万円増の６億１，５００万円を計上しております。４項負担金、１目下

水道事業受益者負担金は、前年度から４９０万円減の１，０００万円を

計上しております。２８ページをお開きください。「支出」でございま

すが、１款資本的支出は、前年度から５億６，７８１万３，０００円増

の２８億７，２６６万６，０００円としております。１項建設改良費、

１目公共下水道建設費の委託料は、処理場の詳細設計委託料や雨水対策

に係る委託料を計上し、工事請負費は、例年実施している管渠工事、ポ

ンプ場及び処理場の工事費を計上しております。補償金は、管渠工事で

支障になる水道管等の補償を計上しております。令和８年度の工事の箇

所については、資料２の事業一覧表に示しており、予算については、５

億７，６５５万８，０００円増の１６億８，２０９万４，０００円とし

ております。２目有形固定資産購入費はグラインダーポンプ及びエアコ

ンの購入費を２１３万３，０００円計上しております。２項企業債償還

金、１目企業債償還金は、前年度から８７４万５，０００円減の１１億

８，６４３万９，０００円としております。以上が第３条と第４条の詳

細の説明となります。再び１ページに戻っていただいて、この結果、第

４条括弧書きの資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額８億５，

０７２万１，０００円につきましては、損益勘定留保資金等により補塡

することとしております。また、資本的収支の結果は、１６、１７ペー

ジの「予定貸借対照表」に反映させております。令和８年度の建設改良

事業によって形成される資産は、１６ページの資産の部、１、固定資産
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（１）有形固定資産の各項目に計上しています。その資産形成の財源と

なる企業債につきましては、１７ページの負債の部、３、固定負債（１）

企業債に計上し、国庫補助金は、５、繰延収益（１）長期前受金に計上

しています。なお、令和８年度末の企業債残高は、１７ページの３、固

定負債の企業債と４、流動負債の企業債の合計１３３億８１２万２，０

００円で、前年度から１，６０６万２，０００円の増となる見込みです。

続きまして、２ページをお開きください。第５条は、債務負担行為を定

めるものです。第６条は、予算に計上した企業債について、その起債の

目的や限度額等を定めるものです。第７条は、一時借入金の限度額を５

億円と定めるものです。令和７年度の実績はありません。第８条は、予

算の各項間の流用ができる場合を定めるものです。第９条は、議会の議

決を経なければ流用することのできない経費として、職員給与費を定め

るものです。第１０条は、一般会計からの補助金を定めるものです。以

上が、議決の対象となる令和８年度下水道事業会計予算の説明となりま

す。３ページ以降は予算に関する説明書になります。ページをめくって

いただいて、４ページから６ページまでの「予算実施計画」は、先ほど

説明しました予算を目レベルで整理したものです。なお、別途お配りし

ております、資料１の方に、前年度当初予算と比較した表や一般会計繰

入金総額などを整理しておりますので、参考にしてください。次に、７

ページの「予定キャッシュ・フロー計算書」は、１年間における現金の

動きを表したものです。８ページから１０ページまでは「給与費明細書」

を掲載しています。下水道事業会計で支弁する職員数については、令和

８年度は１８人となる予定です。１１ページは、「債務負担行為に関す

る調書」です。水処理センター等の維持管理事業、下水道事業公営企業

会計システム利用料延長業務、西日本旅客鉄道、鉄道用地賃借及び水洗

便所改造資金あっせんのために金融機関が行う融資に係る損失補償の４

事項について、債務負担を設定しております。１２、１３ページは、令

和７年度の「予定貸借対照表」になります。１４ページは、同じく令和

７年度の「予定損益計算書」を掲載しています。最後に、２０ページに

は、「セグメント報告書」として、公共下水道事業と農業集落排水事業
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のそれぞれの営業収益等を表しております。予算の説明としては以上に

なります。次に、令和８年度の予定事業について、資料２により御説明

いたします。箇所図左下側に事業種別、工事名称を掲載しておりますの

で併せて御覧ください。まず、管渠建設事業につきましては、管渠を延

伸または管更生等をするものです。処理場、ポンプ場整備につきまして

は、ストックマネジメント計画に基づく改築更新等を行います。以上、

令和８年度下水道事業会計予算の説明とさせていただきます。御審査の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

恒松恵子委員長 執行部の説明が終わりました。ここで委員からの質疑を求め

ます。初めに、１ページ、２ページ、第１条から第１０条まで、中に詳

細もあります。予算に関する説明書の下水道事業会計予算実施計画の４

ページから６ページも併せて質疑を求めます。 

 

矢田松夫委員 １ページの予算の中で、もう単純な質問だけど、主な建設改良

事業の中で、いろいろ工事の種別が出ているんだけど、収入の一番手っ

取り早い、いわゆる大型団地などが今回はなかった。そういうところを

やって利益を生むというのは分かるよね。今年度はなかったような気が

するんだけど、それは工事予定にないのか。 

 

佐久間下水道課計画係長 今、委員がおっしゃられたとおり、来年度、大型団

地の取り込み予定はございません。大型団地の取り込みはもう既に完了

しております。来年度は、未普及地域の拡大、整備区域の拡大につきま

しては、末端部の最後の仕上げのようなところを予定しておりますので、

そこまでの受益者は増えない見込みでございます。主に事業費といたし

まして、改築に関わる部分も多くかかってきておりますので、その積み

上げが計上されております。 

 

矢田松夫委員 これに関連することは、やっぱり事業をしたけれど、結局、そ

の費用対効果がマイナスになってるところは、また後から言いますので
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分かりました。 

 

恒松恵子委員長 では、６ページまでよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あ

り）７ページのキャッシュ・フロー計算書。（「なし」と呼ぶ者あり）

続きまして、８、９、１０ページ、給与費関係の明細書。 

 

矢田松夫委員 会計年度職員が１名増えていますが、増えたからどうのこうの

言うわけではありません。何か増やさなければいけなかった理由があっ

たのでしょうか。 

 

中村建設部次長兼下水道課長 今、８ページを御覧になってると思うんですが、

３段目のアの会計年度任用職員以外の職員で、マイナスが３になってい

るところがあると思います。職員が１名、再任用職員から会計年度職員

に変わるということで、１名減になった分が会計年度で一応１名増えて

います。再任用でなくなって会計年度になるということでマイナス１名

のプラス１名ということで計上されております。 

 

井上建設部長 補足説明すると、再任用は一応６５歳までとなっています。そ

の方が長年培った知識はまだ私たちも必要ということで、引き続き、会

計年度職員任用職員として、任用替えで残っていただくために、上が１

名その方が減になって、会計年度任用職員が１名プラスになったという

ところでございます。 

 

穐本真一委員 私からも併せて、会計年度任用職員の質問なんですけど、これ

はフルタイムの契約になる方なんでしょうか。 

 

中村建設部次長兼下水道課長 １名増の方はフルタイムで勤務していただくこ

とを予定しております。 

 

恒松恵子委員長 そのほか、給与関係はよろしいですか。（「なし」と呼ぶ者
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あり）では、１１ページの債務負担行為に関する調書。続いて、１２、

１３、１４ページは、予定の貸借予定損益などでこちらは補正のときに

説明があったものです。（「なし」と呼ぶ者あり）続きまして、１６、

１７ページの予定貸借対照表。（「なし」と呼ぶ者あり）続きまして、

１８ページの予定損益計算書。１９ページの注記と２０ページのセグメ

ント報告書。また、説明資料もありますので、その中で質疑がございま

したらお願いします。２２ページ、予算明細書の収入。 

 

矢田松夫委員 先ほどと関連ですが、下水道使用料が三角になってますよね。

これについてはやっぱり工事をしたけど利用が少ないと。結局、復旧率

のアップにつながっていないと。費用対効果が上がっていないんじゃな

いかと思うんですが、これらについてはどのようにされるのか、もう最

初から見込んでおられますので説明できますか。 

 

原田下水道課管理係長 下水道使用料がマイナスになっているということです

が、こちら令和８年度末で一応改正を迎えるということで、先ほど佐久

間も話しましたが、工事がもう末端の工事となっており、新規に取り込

める人数はかなり減ってきております。それ以上に、人口減少率のほう

が非常に今大きくなっておりまして、大型団地の取り込み等ももう行う

予定がありませんので、令和８年度の予算は、令和７年度の予算に比べ

て、マイナスということにしております。 

 

矢田松夫委員 分かったけど、今後はどうするのか。工事したけど増やしてい

かないと。使用量を増やしていかないといけないと思うんだけど、大方

もう工事するときもないし、利用者がだんだん減ってくるようになって

くるこういうことでいいんだろうか。 

 

中村建設部次長兼下水道課長 矢田委員が言われるとおり、正直、これからの

人口を増やして、処理人口を増やして、収入を増やすことはなかなかも

う難しいです。末端部分は、引き続き、１００％を目指して、処理面積
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を広げていきたいと思っておるんですが、どうしても人口減少であった

り、節水型のトイレとかお風呂とかが広がったりしておりますので、ど

うしてもこれから水の使用量は減っていくのではないかと予想しておる

ところです。それならこれからどうするのかっていうことがありまして、

今般の物価高騰等もあるんですけど、なかなか経費も増えておるところ

もございます。今後はいろんな料金も上がっておりますので、使用料の

値上げについても考えて、まだ、幾ら上げるとかは何も決まってはいな

いですけど、令和８年度からそういうことも検討していきたいと考えて

おるところです。 

 

恒松恵子委員長 あわせて、２３、２４ページ支出の部で質疑はありますか。 

 

中島好人副委員長 ２２ページの下水道使用料の関係では、先ほど下水道使用

料がありましたけど、下の農業集落排水の内訳ですね。場所とその辺の

状況について教えてください 

 

原田下水道課管理係長 農業集落排水施設の使用料なんですけど、こちら農集

のエリアが、小野田地区の仁保の上と山陽地区の福田、あと山陽地区の

２地区があるんですけど、それぞれが幾らぐらいという数字を今持ち合

わせておりません。 

 

矢田松夫委員 ２３ページなんですが、委託料の不明水調査と調査委託料の二

つを説明願います。 

 

勝根下水道課維持係主任 まず、不明水調査委託料ですけれども、こちらは下

水道管に本来、汚水しか流れないものなんですが、管の継ぎ手とか、古

くなった取付け管から不明な侵入水が入ってくる場所を特定するような

調査を充てております。下の調査委託料のほうに関しましては、莫大な

ストックを抱えておりますので、そういった管の状態を調査するために

カメラ調査等の調査委託をこちらの調査委託料に充てております。 
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中村博行委員 その上、竜王中学校区のデザインマンホール蓋というのは計画

的に１年に１か所とか、何かそういう形でやられてるんですか。 

 

原田下水道課管理係長 こちらの竜王中学校区のデザインマンホール蓋なんで

すけど、こちらは昨年度竜王中学校３年生の総合学習で提案を頂きまし

て、そちらの授業のほうにも私どもがお伺いをして、中学生たちと一緒

に地域活性化を目指してということで、デザイン等を考えました。いろ

いろと検討していただいて非常にいいものができまして、理科大の近く

に設置できる道路がありましたので設置をしようかと考えております。

今までデザインマンホールとしてつくってきたものは、鋳物のものに色

を入れたものなんですけど、こちらはプレート型のもので、鋳物の蓋に

ねじで印刷したプレートをはめ込んでできるものです。なので、耐用年

数は鋳物の蓋よりはちょっと下がるんですけど、転写のような形ででき

るので、写真とかイラストとかがもうそのままリアルに色とかも鮮明に

写すことができます。そちらのほうを今予定しております。 

 

矢田松夫委員 修繕費の関係ですが、集落は二施設と言われましたけど、どこ

をどのように修繕されるのか。どこが対象でどのように修繕されるのか、

お答えできますか。 

 

勝根下水道課維持係主任 現在、修繕費ですので日々地域住民から、下水が詰

まったり、破れたりというような苦情を頂いたときに、対応するような

ものになってるので、あらかじめ、どこがと決まっているものがそう多

いわけではないんですけれども、既に接続している大型団地の管路の修

繕がいくつか必要になってくるというのは、今のところ予定しておると

ころです。 

 

穐本真一委員 ２４ページと２５ページの処理場費の中の報酬、給料というと

ころで、会計年度任用職員が報酬と給料となってるんです。また、２５
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ページも、職員５名と会計年度任用職員１名が給料になってるんですけ

ど、これは報酬ではなくて給料になるんですか。 

 

原田下水道課管理係長 報酬と給与とそれぞれ会計年度任用職員と記載があり

ますが、報酬の会計年度任用職員は、こちらはパートタイムの会計年度

任用職員になっております。パートタイムの会計年度任用職員は、報酬

で支払いをさせていただきまして、フルタイムの会計年度任用職員につ

きましては、正規職員と同じ給与という費目で支出させていただいてお

りますので、こういった形で予算を計上しております。 

 

穐本真一委員 先ほどフルタイムは１名と言われたような気がしたんですけど、

２名なんでしょうか。 

 

原田下水道課管理係長 先ほど説明で至らなかったところがあったかと思いま

すが、再任用職員が会計年度任用職員に任用替えみたいな形で変わって

いただく方はフルタイムでいらっしゃいます。もともといる会計年度任

用職員は４人なんですけど、１人は育休代替での会計年度任用職員です

ので、フルタイムの会計年度任用職員になっております。今回の予算の

計上では、フルタイムの会計年度任用職員が全部で２人いるということ

になっております。 

 

矢田松夫委員 さっきの修繕費の続きなんですが、結局毎年５０万円の枠取り

をしておられるよね。結局さっきの農業集落排水の回答の続きですが、

毎年、ずっとこの金額で枠取りだろうと思うけど、別に当てはないけど、

言われたときのために５０万円の予算を組んでいるんだという回答でい

いんですね。 

 

中村建設部次長兼下水道課長 農業集落排水の５０万円については、まだどこ

を直すってことは決まってませんけど、枠取りとして５０万円計上させ

ていただいております。 



 78 

 

恒松恵子委員長 そのほか、支出が２６ページまでで質疑はありませんか。 

 

中村博行委員 小さいところですけど、２５ページの下のほうにある印刷製本

費でマンホールカードが一時期人気を博しておったと思います。最近聞

かないですけど、この状況はどうなってますか。 

 

原田下水道課管理係長 マンホールカードですが、令和７年度の４月から、レ

ノマルのマンホールカードを配り始めました。この２月までの数字です

が、レノファのデザインマンホールのマンホールカードが４，５１９枚、

くぐり岩とひまわりが１，３２８枚出ております。くぐり岩とひまわり

は、令和６年度の４月から２月までの枚数が８８６枚でしたので、もう

１．５倍以上増えております。やはりレノファのカードを取りに来られ

た方が、ついでにくぐり岩とひまわりのカードも取りに行ってくださっ

て、マンホールなども見て帰ってくださってますので、市の関係人口の

増加には非常に寄与しているかなと思っております。 

 

恒松恵子委員長 そのほか、質疑はよろしいですか。（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、２７ページから２９ページの最後のページまで。 

 

矢田松夫委員 今回、調査して悩んだのが、２８ページの一番下の有形固定資

産を随分調べたら、これは１６ページに資産の内訳が出ているんだけど、

このグラインダーポンプ、グラインダーまでは分かる。ポンプはちょっ

と分からないけど、ずっと見ると、令和４年度から同じものを毎回購入

しているわけよね。毎回購入しないといけないものなのか、まず疑問が

浮かんだ。それまでは土地を購入していた。有形固定資産とはって調べ

たら、こういう機械とここに書いてある工具機器及び備品購入等はいい

よと。グラインダーポンプの説明をお願いできますか。 

 

勝根下水道課維持係主任 グラインダーポンプについて説明いたします。下水
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道区域の中で例えば道路から宅盤が低くなっているお宅のところですと

自然流下で水を流すことができないということから、そういったお宅の

汚水を公共下水に流すためにグラインダーポンプというものを設置する

ようにしております。これまで４０宅地ほどグラインダーポンプを設置

させていただいておるんですけれども、古いものですともう大分、耐用

年数を過ぎているものがかなり出てきておる状況でありますことから、

毎年何件か壊れる状況ですので定期的にグラインダーポンプをうちのほ

うでストックさせていただいて、グラインダーポンプの故障が起きた際

に、すぐに市民の皆様に御迷惑かけないようにすぐに交換できるように

毎年定期的に購入させていただいているところでございます。 

 

矢田松夫委員 この金額がまた違ってくるよね。グラインダーポンプの金額が

定額じゃないよね。購入費も調べた。だから高いときと安いときがある

よね。これについて説明できますか。 

 

勝根下水道課維持係主任 グラインダーポンプも種類がありまして、すごく高

低差が激しいところですと、それなりのポンプ能力を持ったものを使わ

ないといけないということもあります。たまにそういったすごく高いと

きもあるんですけれども、あとは年々物価高騰を受けて上昇してきてい

るというような理由になっております。 

 

矢田松夫委員 今後もこのグラインダーポンプを購入し続けると。古ければ、

新しいのを買わないといけない。これはずっとここの有形固定資産税購

入費で、毎回上がってくるということね。 

 

勝根下水道課維持係主任 おっしゃるとおりでございます。 

 

恒松恵子委員長 そのほか、全般的に資料も含めて、質疑はよろしいですか。 

 

穐本真一委員 聞いておきたいんですけど、１４ページと１８ページの予定損
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益計算書の令和７年、令和８年ですけど、経常利益が５３９万９，００

０円と同じなんですけど、これは何か意味があるんですか。たまたまで

すか。 

 

原田下水道課管理係長 経常利益が同じ金額で、損益もゼロ円で同じ金額にな

っているかと思います。こちら、うちの一般会計からの繰入金は一般会

計の補助金というものが赤字補塡をしていただいているものなんですけ

ど、そちらで赤字にならないような計算をしておりますので、こういっ

た毎年度、ここの部分の数字が一緒の形になっております。 

 

恒松恵子委員長 そのほか、資料も含めてよろしいですか。 

 

中村博行委員 全体的になんですけども、ストックマネジメント計画を数年前

つくられて、ずっとやってこられた中で、昨年度に事故がありましたね。

管の爆発といったものを考慮したものはその計画の中には入ってなかっ

たと思うんですけども、それはいかがですか。 

 

佐久間下水道課計画係長 夏以降、圧送管に関しましてもストックマネジメン

ト計画の中で位置づけるべくいろいろ協議をさせていただきました。た

だし、圧送管の特性上やはり有効な点検手法がまだ確立され切っていな

いというところもあって、引き続き時間計画保全という耐用年数が来て、

修繕を行う改築を行うという区分にさせていただいております。ただし、

ストックマネジメント計画に基づくものに限らず、広くいろいろな事業

の中からこの圧送管の対策を進めていくべく、今考えております。そう

いう状況でございます。 

 

中村博行委員 考えていくということで、今年度にそういった対策になるよう

な予算はまだ考えていないのか、その中であれば教えてください。 

 

佐久間下水道課計画係長 それでは、２８ページを御覧ください。工事請負費、
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環境整備工事５億４，７１０万円の中に含まれておりまして、その詳細

といたしましては、別途お配りしております資料の２、左下に表を書い

ております。番号で言いますと、５番、こちら南部１号汚水圧送幹線改

築工事が、夏に破損した、圧送管を今後、改築を進めていくためのスタ

ートを切るものとなっております。 

 

恒松恵子委員長 そのほか、質疑はよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）

それでは、以上で質疑を終わります。討論はありますか。（「なし」と

呼ぶ者あり）討論なしと認めます。それでは、議案第２４号令和８年度

山陽小野田市下水道事業会計予算について採決いたします。本件に賛成

の委員の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

恒松恵子委員長 全員賛成で可決すべきものと決しました。それでは、本日の

産業建設常任委員会の日程の全てが終了いたしました。お疲れさまでご

ざいました。 

 

午後３時７分 散会 

 

令和８年（2026 年）３月１３日 

              

  産業建設常任委員長  恒 松 恵 子   


